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第８回原子力委員会定例会議議事録 

 

１．日  時  ２０１０年２月２３日（火）９：４５～１２：１０ 

 

２．場  所  中央合同庁舎４号館 １０階 １０１５会議室 

 

３．出 席 者  原子力委員会 

鈴木委員長代理、秋庭委員、大庭委員、尾本委員 

        日本原子力産業協会政策推進部 芦澤マネージャー 

        東京大学大学院工学系研究科原子力国際専攻 勝村教授 

        ラジエ工業株式会社 渡辺常務取締役 

        東北大学大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻 橋爪教授 

        経済産業省資源エネルギー庁原子力政策課 上田企画官 

             原子力安全・保安院企画調整課 佐藤企画官 

                      国際室   森田室長 

                      原子力発電安全審査課 高取統括安全審査官 

                                 青木統括安全審査官 

        内閣府 

         中村参事官、渕上企画官、藤原参事官補佐 

 

４．議  題 

 （１）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉設置変更（１号、２号及び３号原子炉施設の変

更）について（諮問）（原子力安全・保安院） 

（２）東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更（１号、２号、３号、４

号、５号、６号及び７号原子炉施設の変更）について（一部補正）（原子力安全・保

安院） 

（３）原子力政策大綱の政策評価「放射線利用」に係る関係機関ヒアリング（日本原子力産

業協会） 

（４）原子力政策大綱の政策評価「人材の育成・確保」に係る関係機関ヒアリング（経済産

業省、東北大学） 

第３０回原子力委員会

資 料 第 ４ 号



 - 2 -

（５）成長に向けての原子力戦略の策定について（意見募集について） 

 （６）その他 

 

５．配付資料 

  （１－１）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉設置変更（１号、２号及び３号原子炉施

設の変更）について（諮問） 

  （１－２）四国電力株式会社伊方発電所原子炉設置変更許可申請（１号、２号及び３号原

子炉施設の変更）の概要について 

  （ ２ ）東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更（１号、２号、３

号、４号、５号、６号及び７号原子炉施設の変更）について（一部補正） 

  （３－１）（社）日本原子力産業協会における放射線利用に関する活動について 

  （３－２）放射線利用に関する産業界の現状と課題 

  （４－１）原子力分野の人材育成・確保に関する取り組み 

  （４－２）東北大学における原子力人材育成の取り組み 

  （５－１）成長に向けての原子力戦略の検討にあたっての意見募集について 

  （５－２）成長に向けての原子力戦略策定のポイントについてのこれまでの議論の整理 

   

６．審議事項 

（鈴木委員長代理）では、第８回原子力委員会定例会を始めます。 

  本日は委員長が海外出張中ですので、私が進行をさせていただきます。 

  議題の確認ですが、今日の議題は、１つ目が、四国電力株式会社伊方発電所の原子炉設置

変更（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）についてで、原子力安全・保安院から諮問が

ありましたので、これをご説明いただきます。２つ目が、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力

発電所の原子炉の設置変更（１号、２号、３号、４号、５号、６号及び７号原子炉施設の変

更）についてで、以前に諮問がありました件ですけれども、今回一部補正があるということ

で、その内容についてご説明いただきます。３つ目が、原子力政策大綱の政策評価「放射線

利用」に関する関係機関ヒアリングで、日本原子力産業協会からお話を伺います。４つ目が、

同じく政策評価「人材の育成・確保」に関する関係機関ヒアリングで、経済産業省と東北大

学からお話を伺います。５つ目が、成長に向けての原子力戦略の策定についての意見募集に

ついてです。６つ目が、その他となっています。 
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  議題はこれでよろしいでしょうか。 

  それでは、１つ目の議題から、事務局、お願いいたします。 

 

 （１）四国電力株式会社伊方発電所の原子炉設置変更（１号、２号及び３号原子炉施設の変

更）について（諮問）（原子力安全・保安院） 

 

（中村参事官）１つ目の議題でございます。四国電力株式会社伊方発電所の原子炉設置変更

（１号、２号及び３号原子炉施設の変更）の諮問がありましたので、これにつきまして、原

子力安全・保安院原子力発電安全審査課の高取統括安全審査官からご説明をお伺いします。

お願いいたします。 

（高取統括安全審査官）原子力安全・保安院の高取でございます。本日は、四国電力株式会社

伊方発電所の原子炉設置変更申請、１号から３号炉に係る諮問文及び申請の概要についてご

説明させていただきます。資料第１－１号が諮問文でございまして、本件は四国電力株式会

社伊方発電所の１号から３号炉の原子炉の設置変更について申請が出てまいりまして、保安

院で審査した結果、平和利用、計画的遂行、経理的基礎について妥当と判断したものでござ

いまして、２月１８日付けで諮問させていただいたというものであります。 

  資料第１－２号の申請に概要につきましてご説明させていただきます。お手元の申請の概

要について２枚お開きいただきたいと思います。１ページ目でございますが、申請者は四国

電力、発電所名は伊方発電所、原子炉は１号から３号炉でございます。申請年月日は平成２

１年１０月２０日でございます。 

  変更項目につきましては、３号炉の原子炉容器上部ふたの取替えに伴い、蒸気発生器保管

庫（１号及び２号炉共用）を１号、２号及び３号炉の共用とするとともに、３号炉の取り外

した原子炉容器上部ふた等を蒸気発生器保管庫に貯蔵保管するものでございます。 

  補足でございますが、伊方発電所ではこれまで取り外した原子炉容器上部ふた等を蒸気発

生器保管庫への保管については、１号炉が平成１３年、２号炉が平成１４年に実施しており

ます。 

  工事計画及び変更工事に要する資金の額につきましては、蒸気発生器保管庫の共用化及び

保管対象物の変更であり、工事を伴いませんのでこれに係る資金は要しません。 

  変更の概要につきましては、変更項目と同じ内容になってございます。 

  蒸気発生器保管庫の設置場所を３ページの第１図に示しております。蒸気発生器保管庫は
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この図の中央で四角に囲ったところにあります。その保管庫の保管物配置の概要図を４ペー

ジの第２図に示しております。３号炉原子炉容器上部ふたは網掛けで示した場所に保管いた

します。 

  以上の内容を審査しました結果、平和利用、計画的遂行、経理的基礎について妥当と判断

してございますので、今般原子力委員会に諮問させていただきました。 

  説明は以上でございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  それでは、ご質問がありましたらぜひどうぞ。 

  尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）行政庁の意見は適切だと思います。 

（鈴木委員長代理）他に。秋庭委員、どうぞ。 

（秋庭委員）意見は適切と思いますが、このような炉の一部をいつまでもそこに置いておくと

いうところは、今後また検討していく必要があるなと思っております。 

（鈴木委員長代理）今日は諮問ということなので審議だけですね。 

ご質問がありましたらどうぞ。 

大庭委員、いかがですか。 

（大庭委員）私も秋庭委員と同じことを考えていて、いつまで保管するのかということを質問

したいと思います。 

（鈴木委員長代理）保管の期間は限定されているんですか。 

（高取統括安全審査官）限定はされておりませんので、事業者がしっかりと保管管理すること

になります。その後の処理については事業者において、今後具体的な検討がされると考えて

おります。 

（大庭委員）それからもう１つよろしいでしょうか。 

ふたを取り替えるという作業は、大体何年に一回するものなのでしょうか。 

（高取統括安全審査官）これまで他のプラントでも行っておりますけれども、２０年とかそう

いうところだと思います。 

（大庭委員）ふたが溜まっていったらどうするんだろうとか、ふた以外にもいろいろと取り替

えるものはあるだろうから、そういうものをどうするのかという、非常に単純な心配をして

る次第です。 

（鈴木委員長代理）今回のようなときは全体の計画も審査されるんですか。 
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（高取統括安全審査官）蒸気発生器とか炉内構造物とか、それぞれ取り替える時期にきました

ら取り替えますということです。なお、今回の上部ふた取り替えについては、設備更新とい

うことではなく他のプラントで発生した上部ふたのトラブルを受けた予防保全として申請が

なされたものでございます。 

（鈴木委員長代理）今回はこの件について審査を受けたということで、全体の計画なり意見が

あればまた別のときですね。 

（大庭委員）では、もう１つ。安全にきちんと保管されていると思いますが、発電所内にこの

ようなものがあるということで、それについてきちんと安全に保管されているということを

地元住民の方たちにもしっかりお知らせする必要があると思いますので、その点もぜひご留

意いただければと思っております。 

（鈴木委員長代理）地元への説明はきちんと行われていますよね。 

（高取統括安全審査官）はい、事業者がきちんと行うと考えております。 

（鈴木委員長代理）はい、よろしいですか。 

  では、これで質疑応答を終わりまして、本日は諮問を承りましたので、また審議して適切

な時期に答申をお返しします。 

  どうもありがとうございました。 

  では、次の議題お願いします。 

 

（２）東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉の設置変更（１号、２号、３号、４

号、５号、６号及び７号原子炉施設の変更）について（一部補正）（原子力安全・保

安院） 

 

（中村参事官）２件目の議題でございます。東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所の原子炉

の設置変更（１号、２号、３号、４号、５号、６号及び７号原子炉施設の変更）につきまし

て、一部補正の通知がございましたので、その内容を、原子力安全・保安院原子力発電安全

審査課の青木統括安全審査官からご説明をいただきます。お願いいたします。 

（青木統括安全審査官）おはようございます。保安院の青木でございます。それでは、資料に

沿いましてご説明させていただきたいと思います。資料第２号でございます。 

  昨年１１月２７日に既に当院から原子力委員会に諮問してございます、東京電力の柏崎刈

羽原子力発電所の原子炉設置変更、１号から７号の変更につきまして、申請書の一部を修正
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するということで補正申請が今般ございましたので、それをお知らせするものでございます。 

  内容を簡単にご説明させていただきます。申請書の写しをお付けしていると思いますが、

２枚めくっていただきまして、申請書の本文のところ、これは誤記がございましたので誤記

を修正しますという内容でございます。 

  それからさらにめくっていただきまして、添付書類九で被ばく管理、廃棄物の廃棄に関す

る説明書というものをつけてございますけれども、この中の固体廃棄物の推定発生量につい

て説明したものがございまして、ここで修正漏れがあったので今回修正したいということで

変更がございました。以前に諮問しております申請内容につきましては、既に許可されてお

りますプラスチック固化からセメント固化に固化方式を変えますというような内容の変更で

ございました。固体廃棄物をつくるプロセスが変りますので発生量にも若干修正があるとい

うことで、添付九章の説明も変えてもらわなければいけなかったんですけれども、ちょっと

修正漏れがございましたので、今回追加で修正しますということでございます。 

  ９－２ページを代表にしてご説明をさせていただきます。これは１号炉の廃棄物の発生量

でございますけれども、上から２段目、濃縮廃液を従前はプラスチック固化をするというこ

とで廃液発生量が年間１００立米だったものを、これは実績を見てあまりにも余裕が多すぎ

たので、実績に応じて１０立米と修正してございます。 

  その結果、今度はその廃液を固化体、ドラム缶にするわけですけれども、以前はその１０

０立米に対して１５０本のドラム缶が発生しますとしておりましたけれども、今般セメント

固化方式に変えますので、廃液としては１０立米ですけれども廃棄体としては１００本にな

ります。このようなことで、トータルとしては最後のドラム缶の形になったときに１５０本

だったものが１００本に変りますという変更がございます。 

  それから、その上、使用済み樹脂のところでございますけれども、樹脂は焼却とプラスチ

ック固化と２通り選択ができますけれども、もっぱら焼却して固化はしないということで、

発生量はございますけれども、ドラム缶のところは発生しないということでバーになってご

ざいます。ですから、使用済み樹脂につきましてレベルの低いものについては焼却処分がさ

れるということ、レベルの高いものにつきましては、しばらく樹脂のままで放射能の減衰を

待つという措置がとられているところでございます。 

  いずれにいたしましても、安全上問題ないという判断に変わりはございません。 

  以上の内容の変更がございました。原子力委員会で審議いただきます平和利用、計画的遂

行、経理的基礎にはあまり影響ないかと思いますけれども、申請がこういう趣旨でございま
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したのでお知らせでございました。 

  以上でございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  では、質疑応答いかがでしょうか。 

  尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）プラスチック固化からの変更というのはしばらく前から行われていると思います

が、添付書類の補正が今の時点で行われているということで、なぜ遅くなっているのかとい

うことをお尋ねします。 

（青木統括安全審査官）ご説明させていただきます。本来ですと私ども１次審査の中でここの

ところがきちんと変更の内容に応じた形で修正されていることをしかるべくチェックすれば

良かったところ、私どもの審査もそこのチェックが不十分でございまして、諮問させていた

だいた後で気がつきましたものですから、ちょっと遅くなりましたけれども、修正させてい

ただきたいということでございます。 

（鈴木委員長代理）よろしいですか。 

  それでは、一部補正ということで説明をいただきましたので、お話を踏まえて答申をいず

れ返すことになると思います。よろしくお願いいたします。 

  どうもありがとうございました。 

  では、次の議題、お願いいたします。 

 

（３）原子力政策大綱の政策評価「放射線利用」に係る関係機関ヒアリング（日本原子力産

業協会） 

 

（中村参事官）３番目の議題でございます。原子力政策大綱の政策評価につきまして、以前か

ら原子力委員会では評価をしてございます。本日は放射線利用に係る関係機関からのヒアリ

ングということでございまして、日本原子力産業協会の取組につきまして、日本原子力産業

協会の政策推進部の芦澤マネージャー、それから東京大学大学院工学系研究科原子力国際専

攻の勝村教授、それからラジエ工業株の渡辺常務取締役からご説明をいただきます。お願い

いたします。 

（芦澤マネージャー）今ご紹介いただきました原子力産業協会の芦澤です。今日、一通り資料

の説明は私がやらせていただきまして、その後はご質問等に対して勝村先生と渡辺さんにあ
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わせて対応させていただきたいと思います。 

  最初に、原子力産業協会の活動について資料をまとめてございます。お手元の資料で２ペ

ージのところに産業協会の概要と書いてあります。簡単に紹介しますと、１９５６年に前組

織として「日本原子力産業会議」が設立されまして、５０年を超えた歴史を持っています。

会長は今井会長にやっていただいております。目的のところには、定款から抜粋した言葉が

書いてあります。４７０を超える会員企業で運営している。以上のようなところが全体の概

要でございます。 

  ３ページですが、どのような事業をやっているかといったところを紹介しています。大き

く分けて４つの事業がありますが、原子力利用の推進、原子力情報の提供、人材育成や地域

とのコミュニケーション、国際協力という大きな４つの枠があります。今回、放射線利用の

産業界の意見を聞くということに関しまして、原子力利用の推進の枠の中で、量子放射線利

用の普及促進という事業をやっています。この中で対応させていただいているという状況で

ございます。それについて詳しく４ページ以降書いてございます。 

  「量子放射線利用普及連絡協議会」という、少し名前は長いんですが、こういった協議会

を立ち上げてございます。設置趣旨等はそこに書いてあるとおりでございます。今日ここに

来ていただいております勝村先生に座長をしていただいて、構成員としては研究機関、大学、

企業、関係団体で、オブザーバーとして国の機関の方にも参加していただいてございます。 

  ５ページですが、実際に量子放射線利用普及連絡協議会の活動実績を書いてございます。

第１回が平成１８年、それから１０回を数えて活動を開始しています。その中で下から４つ

目のポツですが、平成２０年９月に中間報告で報告書をとりまとめてございます。机上配布

資料として、報告書を１部ずつお配りしています。このような報告書をまとめながら協議会

の活動を評価して、次の活動につなげているといったところでございます。 

  ６ページのほうに、報告書の内容を示しています。主に、普及活動の実態調査、重要な取

組の評価、個別テーマの活動といったところの評価をまとめて平成２０年９月に報告をして

います。 

  ７ページ、８ページはそれと関連した原子力産業協会の放射線利用に関する活動の一例と

して作成したパンフレットを示しています。実物も机上配布資料としてテーブルにお配りし

ています。１つは食品照射の安心ガイドというものを２００６年に発行していまして、もう

一つは、それの改訂版ということで昨年１０月に「ガッテン！食品照射」というパンフレッ

トを作成しています。これらを関係箇所に配る活動をしています。 
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  ９ページ以降は参考ですが、活動報告書の抜粋ということで付けてございます。 

  以上が原子力産業協会の活動の概要です。 

  次の資料になりますが、「放射線利用に関する産業界の現状と課題」ということで、今回

このヒアリングにあたって、改めて会員企業、量子放射線利用普及連絡協議会の組織を活用

してアンケートをとりました。結果をまとめたのがこの資料でございます。 

  最初に、日本における放射線利用の実態ということで図を紹介しています。これは皆さん

よくご存じのことだと思いますが、放振協さんのホームページから抜粋させていただきまし

た。このような放射線利用の業態がありますといったところを最初におさえた上で、３ペー

ジになりますが、実際の工業規模です。これについては、原子力委員会に報告された報告書

から抜粋しました。放射線利用の全体の総額としては４兆円を超える規模となっています。

その辺、なかなか一般社会への周知という意味では進んでいないのではないかといった意見

が会員企業さんからもありました。 

  ４ページには、今回どのように意見を募集したかといったところが書いてございます。ま

ず対象としましたのが、先ほど紹介しました量子放射線利用普及連絡協議会のメンバーです。

不足する分野については原産協会の４７０を超える会員の中から放射線利用に関する業務に

密接に絡むところを幾つか選別して追加でアンケート調査しております。 

  調査方法としましては、繰り返しになりますが、アンケートによる調査ということです。

主な質問事項はそこに書いてある５点でございます。一番上は、各企業における最近の動向

ですとか、普段やっている活動です。その辺の状況をまず聞いた上で、２番から５番は各項

目の要望についてとりまとめてございます。 

  ５ページ以降はその結果をご紹介してございます。まず、産業界全体の動向です。全体的

な傾向として、これは日本全体の話ですが、リーマンショック後は一時低迷していましたが、

最近は全体的には回復傾向にあります。 

  ２番目は、加速器メーカーに特徴的な点でしたが、生産額・輸出額は２００８年度は前年

度に比べて約４０％増えています。かなり顕著な増加が認められるといったところでグラフ

もつけてございます。 

  あと、電子線照射利用については、これは統計データが無いんですが、中国で普及期に入

ってきているというような感触を産業界側としては持っており、そのことがここに書いてご

ざいます。 

  ６ページでは、普段、企業としてどういう普及活動をやっているかといったところの事例
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を紹介してございます。事例を３つ述べています。まず１つは、セミナー関係、施設の見学

会を定期的にやっています。ここに書いてあるのはコーガアイソトープさんという企業で行

っている例を示してあります。こういった見学会とかセミナーを各企業さん普段から精力的

にやられています。 

  あと、例の２番目ですが、出前授業です。これは中部原子力懇談会という、原産協会の関

連団体ですが、学校へ出向いてやっており、状況に関する写真も図２として添付してござい

ます。このような活動も各団体共通でやっているような状況でございました。 

  あと、加速器業界さんが独自でまとめた報告書があります。これもご紹介ということで３

番目につけてございます。 

  このような普段からの普及活動を各企業さん独自にやられているといった状況が今回のア

ンケートから得られています。 

  ７ページに、産業界から寄せられた主な意見を幾つか載せてございます。まず、業界横断

的に寄せられた声です。全般的に、放射線は、工業分野、医療分野、農業分野で幅広く利用

されておりますが、まず放射線に関する恐怖心が一般の方には非常に強く植え付けられてい

るといったところが全体的なご意見でございました。 

  それを踏まえて国への要望ということで２点書いてございます。理解普及の促進と学校教

育の充実ということです。これは各業界ともこのような要望が出されてきているといったも

のでございます。 

  ８ページにいきまして、その業界横断的に寄せられた声のその２ということで、推進姿勢

の更なる強化、あとは食品照射の推進ということです。推進姿勢については、国のほうにで

きれば戦略を立ててやってほしいということです。あと、食品照射に関しては、この原子力

委員会でも何回も取り上げていただいていると思いますが、浸透していないというような実

感が非常に強うございました。ご存じのとおり、食品照射に関しては日本の場合ジャガイモ

を除いては原則認められていないという実態がなかなか改善されていないといったところも

ございます。食品安全委員会での議論が進められているというふうに存じ上げていますが、

なかなか成果が出てきていないといったところがあります。ですから、更なる推進への期待

感が特に食品照射に関しては強いというのが今回のアンケート結果の１つの特徴でございま

す。 

  ９ページでございますが、個別業界からの意見ということです。まずその１、線源供給業

界からのご意見ということで２つ書いてございます。まず、ＲＩの安定供給についての施策
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ということです。近年ＲＩの海外での製造状況が不安定となっています。原子力委員会でも

たびたび話題になっています、モリブデンの話ですとか、こういったことがあります。その

ため、安定的に供給できる体制構築を国としてもしっかりバックアップして欲しいというこ

とがまず１点目。 

  あと、これに関連して、廃棄物の処分についての規制に不合理なところがあるといったと

ころがあり、できれば改善して欲しいといったところが２点目です。 

  １０ページには、医療業界からの声を３点ほどまとめてございます。１つ目が人材育成、

これも既に放射線利用に関するヒアリングを５回、６回ぐらいやられていると思いますが、

その中でも出てきている同じ話なので詳細は割愛します。今回アンケートをまとめた中でも

同じような意見、やはり業界としては人材不足といったところが非常に強く感じられている

という声がございます。２番目ですが、粒子線がん治療への早期の保険適用ということです。

これいまだに保険適用が実現されていないということですから、一般の方の利益にもかなう

というふうに考えてございます。こういった支援がいただければ業界としても、あと国民の

福祉向上にも役立つのではないかといったご意見でございます。 

  ３番目が、粒子線がん治療の地域バランスです。これは施設の立地が全国的にはなかなか

うまくバランスされていないといったところがございますので、こういった立地面のある程

度均等化といいますか、人も含めた、施設だけじゃなくて箱とソフト、セットでの均等化と

いうことがご意見として何個か出てきてございました。 

  続きまして、１１ページですが、照射サービス業界からのご意見がまとめてございます。

これに関しては、Ｃｏ－６０を例にとっています。Ｃｏ－６０は近年価格が上昇しておりま

して、ほとんどの量を海外からの輸入に頼っていますので、そういった不安定性を指摘する

声が出てございます。 

  あと、各種申請手続きの簡素化ということです。ここに例を挙げていますが、貯蔵能力の

申請手続に関しては、線源購入のつど貯蔵能力の変更の申請をしなければならない実態にな

っているということです。これは、要は最大能力で申請して、それ以下であれば自由に線源

を購入、貯蔵できるように普通はなっていると思うんですが。しかし、実態として、貯蔵能

力イコール保持線源量とするように指導されており、線源購入のつど貯蔵能力の変更許可申

請が必要であるようです。したがって、新たに線源購入をする都度申請しなければいけない

という実態があるようです。こういったところについて、ある程度合理化を図っていただき

たいといったところが例として挙げられています。 
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  １２ページ以降は主な意見ということで、その他のこのような意見もありますということ

で、業界共通の話とか、各業界の意見を幾つか並べてご紹介しております。これは後で読ん

でいただければいいと思います。 

  簡単でございますが、以上ご報告でございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。いろいろ貴重なご提言をいただきましてありが

とうございました。 

  勝村先生、渡辺常務、もし何かつけ加えることがあれば、コメントいただければ。 

（勝村教授）特に最近はＲＩの供給問題がクローズアップされています。その辺、海外にすべ

てを依存するというのはやはりセキュリティの面から見ても考え直すべきところがあるかと

思います。一度そういった議論をなさって、その上でチェックしていただくということでい

かがでしょうか。それは必要かなという感じがします。 

  あと、隣の中国がすごく元気です。例えば中国は自分たちでＣＡＮＤＵ炉でＣｏ－６０を

生産するとかそういったこともやっているようですけれども、それでも国内の需要を満たさ

ないとか。少し日本は押され気味だなと感じております。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございます。 

（渡辺常務取締役）照射サービス業界からすると、Ｃｏ－６０の安定供給が難しくなってくる

だろうという状況があり、値段は上がるし輸送費は上がるしということで、できれば国産化、

モリブデン９９なんかと一緒に１つの炉を使って、その中で国産していただけたら、非常に

安心して使える体制ができるのではないかと思っています。 

  それ以外には、やはり照射サービスに関しては、照射対象品目が増えることが一番です。

これはやはり食品照射でも何でも、いろいろな対象が広がって、規制を緩和していただけれ

ば、それに越したことはありませんと思うんです。なかなか難しい問題でありまして。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  それでは、委員の方々から質問、コメントございましたら。 

（秋庭委員）ありがとうございます。現状と課題についてアンケート結果からいろいろとご説

明いただきましてありがとうございます。また、今ほどは二人の先生方からもお話しいただ

いたんですが、ちょっと質問させていただいてもよろしいでしょうか。今のＲＩのことなん

ですが、やはり国産ということはすごく大事なことだと思います。がん治療、モリブデンな

ども、がんの検査にとっても必要ですし、それがやはり国民の健康にとっても大変重要なこ

とだと思っています。今これを例えば国産化しようと思うと、その国産できる技術とか設備
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とかそういう面では準備として大丈夫なのかどうか。その辺のところは国産化するためには

何が必要なのか教えていただければありがたいです。 

（勝村教授）ＲＩをつくるには、原子炉が一番大きなリソースです。日本ではＪＭＴＲという

材料試験炉があり、現在改修中です。今後再起動するときに、そこに少しそういったものを

製造するというプログラムを考えるという動きはあるようですね。それ以外に、その辺の切

り替えもありますけれども、動力炉を使って燃料の中にコバルトを入れてというようなのも、

アメリカなんかではそういう発想で対応するというようなこともあるようです。多分最近の

原産新聞にもその辺が少し出ていたと思います。少しその辺のフレキシビリティを考えない

といけないのかなと。ただし、やはり施設がいりますから、お金と投資とそのメリットのバ

ランスということで十分議論されることになるのかなと思っています。 

（鈴木委員長代理）大庭委員、どうぞ。 

（大庭委員）今のことに関連してなんですけれども、もしかしたら同じ質問になってしまうか

もしれないんですが、今国産をするということに対してのどういう障害があるのですか。 

（芦澤マネージャー）今、勝村先生におっしゃっていただいたように、技術としては確立され

ているところはあるんですが、商業化という意味では、例えば、今日の資料３－２の９ペー

ジに簡単にしか書いてないんですが、ＲＩの安定供給のための製造施設の整備に係る費用に

ついて線源業界からの声があります。実際に費用をかければ当然設備はできるんですが、そ

の費用負担が単独の企業ではやはり負担できるレベルではありません。大体オーダーとして

は１０億円とかそういったオーダーと聞いています。できればある程度、インフラの整備を

国策として進めた上で、後の製造のほうをやらせていただければといった意見が１つ例とし

ては出ています。 

（大庭委員）国産するときに規制か何かかかっているわけではないんですか。 

（芦澤マネージャー）国産化に関して規制がかかっているかという意見は今回のアンケートの

中では出てきていないので、私のほうでは承知していません。 

  何かあれば。 

（勝村教授）ＲＩについては、自分たちの国でやるというよりは海外から輸入しましょうとい

うそういうデシジョンをしたわけで、その結果として今の状況になっています。もしもその

状況を変えるとすると、その昔のポリシーを修正する必要があります。だから、そのための

装置とか、そういったものに対しては余り従来テイクケアしてきてなかったわけです。それ

は仕方がないことだと思いますね。だから、こういう事態に対してどう考えるかというそう
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いうことで振り出しに戻ったようなところがあるのではないかと思います。 

（大庭委員）非常に興味深いので聞きたいんですけれども、そのときに輸入で賄うというよう

な決定をした背景、理由を教えていただきたいんですけれども。いつ頃なのかとかですね。 

（勝村教授）細かくは覚えておりませんが、やはり金銭的なもの、多分２０年ぐらいはもう前

だと思いますけれども。調べてみないとわからないと思います。 

（鈴木委員長代理）尾本さん、どうぞ。 

（尾本委員）今の３－２の資料の９ページですが、施設整備に係る費用は、事業規模の小さな

製薬会社が負担できるレベルではないので、国として予算を確保すべきとお書きです。確か

に個々の事業者は、例えばヨーロッパに比べれば小さいけれども、私の記憶に間違いなけれ

ば、製薬というのは全体としてみれば１０兆円産業ですよね。だから、業界全体として、国

だけにすべて依存するのではなくて、業界全体として資金を一部は負担をするといったこと

は不可能なんでしょうか。 

  というのは、例えばこのモリブデン９９の問題に直面して、ＯＥＣＤ／ＮＥＡなんかで盛

んに議論がされて、そのときの１つの議論は、ＰＦＩというのを使えないかとか、あるいは

パブリックとプライベートが両方一緒になってこの問題に対処できないかと、こういう議論

がされています。そういうことは日本では難しいでしょうか。 

（鈴木委員長代理）いかがですか。 

（芦澤マネージャー）工業規模としましては先ほど資料にもありましたように４兆円を超える

ような工業規模が確かにあって、それはその中で何とかできないかというのはごもっともだ

と思います。ただ、実際に製造業界の個々の規模を見ると、電力会社みたいに大きなところ

はありませんし、個々の企業を見ると地味な業界かなと私のほうから、これはちょっと個人

的な感想なんですけれども、そういったところはございます。 

  ですから、さっき１つ例示しましたが、１０億円単位の装置をつくるといっても、大きな

企業だったら何とかできるというような感じでも、１企業、放射線利用に関する企業の規模

としましては非常に大きな負担があるというのが現実的な声だとご理解いただければと思い

ます。 

（尾本委員）もちろん個々の企業が小さいことはわかるんですけれども、業界全体としては相

当な規模を持っています。それと、全部負担して原子炉をつくれとこういうことを言ってる

わけじゃないんですが。それ相応の負担というのがあって、両方が歩み寄る道というのがな

いでしょうかということなんです。 
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（芦澤マネージャー）そういう意味では意見をもちろん言いっ放しではないので、国のほうに

もこういった意見を拾っていただいた上で当然業界としても進めて、協力していきたいとい

うふうには当然思っております。何でもかんでもお願いするという姿勢ではございません。

そこは、すみません、ちょっと説明が足りませんでした。 

（鈴木委員長代理）何かございますか、勝村先生。 

（勝村教授）個々のレベルでは確かにそのとおりで、尾本委員のおっしゃるように、業界とし

てというのは、まだ全体として取組というのは必ずしも表に出てきてはいないと思います。

だから、業界としては相当な力が出せるんだとすれば、本当に必要なものだったら多分そう

いう議論を進めていくべきなのかもしれませんけれども。まだそういう動きというのはあま

り聞いていません。 

（鈴木委員長代理）どうぞ。 

（大庭委員）別の話で。 

（鈴木委員長代理）今の話、いわゆるインフラの整備に最初にお金がいるのはなかなか難しい

と。だけれども、運転に入れば業界のほうであとは運転維持します。そういう分担なんかは

あり得るのでしょうか。 

（勝村教授）我々業界を代表していないので難しいところです。 

（鈴木委員長代理）わかりました、ではちょっと検討して。 

  では、次どうぞ。大庭委員。 

（大庭委員）このパンフレットなんですけれども、カラーできれいにできていて、内容も面白

いと思いますが、どこに配っているんでしょうか。 

（芦澤マネージャー）原産協会の会員さんですとか、先ほど紹介しましたように量子放射線普

及連絡協議会を通して、例えば地元の先生に配っていただいたりとか、各自治体に配ってい

ただいたりとか、個別にお配りしているということです。大々的にどこかに一斉に送るとい

うことはしていません。 

（大庭委員）そうですか。これは検討事項だと思うんですけれども、こういうことを知りたい

というか、知らなければいけないのは多分一般の消費者です。そうすると普通に考えるとス

ーパーに置いてもらうとか、その食品を買ってもらうところに行かなければいけないという

ふうに私は考えていて、そうでないと、多分一般の方々は、こういったことをほとんど知ら

ないと思いますし。原産協会にいる方々はもちろん、食品照射が危険じゃないということが

わかっている人々なので、そこにパンフレットを送ってもちょっとどうかなと思うので。も
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う少し一般の人々に届く形にしないと、せっかくのいいものがもったいないというのが私の

印象としてあります。 

（芦澤マネージャー）ありがとうございます。もともとそういった一般の方をイメージしてつ

くっている資料でございますので、そこに届ける工夫は今後もしていきたいというふうに思

います。ありがとうございます。 

（大庭委員）スーパーなんかに置く場合に、やはりスーパーが置いてくれないとかそういうこ

とはあるんでしょうか。そういうこと聞きました。 

（芦澤マネージャー）直接フォローしてないんですが。例えば自治体とかそういったところに

はお配りしているんですが、一般の商店とか、そういったスーパーにはまだ置いたことがな

いと思います。ですから、それは今後トライしていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

（鈴木委員長代理）秋葉委員、どうぞ。 

（秋庭委員）先生、どうぞ。 

（渡辺常務取締役）スーパーに置くということ自体が実際には実現しないと思うんです。とい

うのは、スーパーの人たちはこれを置いても、それに対応する商品が何もないわけですから。

対象となりうる商品はジャガイモだけで、しかも、そのジャガイモが出てくるのが４月か５

月の間少しだけなんですよ。そうなると、普段スーパーに置いておく必要が全くないという

状態ですから、スーパーの人がそんなに積極的に置いてくれるとはとても思えない。 

（大庭委員）それはわかります。ただ、お願いをするというのはやはりこっちがやって欲しい

からお願いをするのであって、スーパーのほうがやってくれないかどうかということはトラ

イしないとわからないと思います。それで、もちろん今までいろいろな努力をなされた結果、

いろいろ大変だったとは思うんですけれども、もったいないという本当にそう思うんですね。

少し今見ただけなんですけれども、早く読みたいというふうに思ってるぐらいで、このパン

フレット、もったいないんですよね。これを地方自治体で置いてもらうといっても、例えば

私たちが役所に行くときには、例えば何か書類を出しに行くとか、そういう用足しをするだ

けで、大体それだけで行くので、そこでわざわざパンフレットを取ってそれを持って帰ると

いうことは考えにくいと思うんです。だから、やはり非常に難しいということはわかるんで

すけれども、トライしていただいたほうが食品照射についての理解も深まるのではないかと

いうふうに考えています。 

（芦澤マネージャー）今回集めたアンケートの中でも食品照射の普及に対する期待が各業界か
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ら出ていますので、原産協会としても今ご意見、大庭さんからいただいたように、ぜひトラ

イしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

（鈴木委員長代理）秋庭委員、どうぞ。 

（秋庭委員）今のことに関してなんですけれども、これはやはり大庭委員がおっしゃったよう

に、どこに届けるかということはすごく大事だと思うんですね。せっかくいいものをつくっ

たのにそれがやはり知って欲しい人たちに確実に届けられるということが必要だと思ってい

ます。 

  届けるためには、私は、すみません、大庭先生と少し意見が違うんですが、お店にいきな

り置いても、これはどういうことなのって聞かれたときに誰も答えられないようではやはり

置いた甲斐がないと思います。まずはこういう知識をそういう食品を扱っている人たち、流

通の方たちにまずご理解いただくと、そこから始めていく必要があると思っています。 

  そのときに、やはりこれ実はこっちの「安心ガイド」からこっちの「ガッテン」のほうで

全然違っているんですよ。消費者団体などでこれに関する意見を言ったのですが。最初の安

心ガイドのほうは安心だ、安全だ、大丈夫って書いてあるんです。しかし、安全だ、大丈夫

だと言われるんじゃなくて、こうこうこうなっているからという安全だとか、放射線とはそ

もそもどういうものでという理屈がわからないと安全だ、安心だといきなり言われてもなか

なか納得できないということがあります。それで今回の「ガッテン」の方は、とてもわかり

やすく、押しつけがましくなくできていると思うんですね。 

  皆さんに、こういうことが私たちの生活をとても向上させてくれているということをまず

知ってもらうということが大切です。先ほどのアンケートのところでも、国民がもっと理解

するように、国が理解、普及促進を一緒になってやらなくてはいけないという、そのような

ご要望がありました。ここがやはり一番大切なところだと思っています。食品照射もいきな

り食品照射がどうだというのではいけないと思います。まずは放射線の基礎知識が全くない

ところで食品照射は大丈夫だと言われてもなかなか恐怖心が無くなったりとか、そうはなら

ないのでは。まず基本的な知識を知っていただく、そして、その上でみんなが考える材料を

提供するという、そういう段階が必要ではないかと思っています。 

  さらに、すみません、長くなって。もう１つなんですが。実はすごく自分たちの身の回り

に放射線がたくさん使われている、工業用にも使われていて、それがまた消費者の生活とい

うか、国民の生活にとても役立っているということをみんな知らないんですね。これを知っ

てもらうためにはまず製品に表示をしていただきたいと私はすごく思っています。使われて
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いる製品に表示をすることによって、みんなが、放射線が当たり前に使われているんだとい

うことをまず知るということが必要ではないかなと思うんです。 

  業界の皆様は、その辺のところを一般の方が知ると、むしろ一般の方が怖いと思うのでは

ないかというふうに恐れられているあまり、放射線を使っていますという表示がされていな

いのではないかと思うんです。その辺、少しずつ。１社だけやるとうちだけ何か集中攻撃を

受けるのではないかという恐怖心があると思うんですが、この協議会さんをはじめとして、

皆さんで表示をして、少しずつ国民の皆さんに理解してもらうということが必要ではないか

なと思っています。 

（渡辺常務取締役）それは非常に正当な意見ですが、実際にジャガイモですね、照射したとい

うことをちゃんと表示しなさいということで徹底すると、そうすると売上が下がってしまう

んです。というのは、生産者のほうは、国が安全性を認めているから表示しているんですよ

というつもりで表示するんですね。ところが、国が認めた安全性は確認されているものです

よというそのニュアンスが表示からは何も出てこないんですね。消費者にとってみると、あ

あ、照射してあるということしか目に入ってこないわけです。ですから、単に表示すればい

いだけではなくて、表示の仕方とか、消費者に対して安心感をもたらすような表示の工夫を

やっていかないと、逆効果になってしまうんです。ですから、その辺は細かい配慮をしてい

ただかないと、かえって足を引っ張ってしまうことになると思います。 

（鈴木委員長代理）尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）今の件で、３－２の８ページに、原子力委員会の側面的支援を期待とあります。

具体的にでは何をすればいいかとこういうことです。例えばマイルストンの策定とその遂行、

多分これは認可項目の拡大に向けて業界としてのアクションプランというのがそこそこあっ

て、それに応じてその遂行を支援するとこういうことかと思うんですが。何を実際に期待さ

れているのかということを詳細に知りたい。 

  それからもう１つ、この食品というのはやはり風評被害、ボイコットも非常にセンシティ

ブなものですから、実際の食品業界が本当にそれを望んでいるのかということが重要な因子

となると思うんです。今は実態をよく知らないんですが、認可を求めていろいろなリストが

あって、マイルストンが業界からも出ていて、しかしながらそれが何らかの理由で進んでい

ないということでしょうか。進んでいないとしたらそれはではどこにボトルネックがあるの

でしょうか。 

（勝村教授）食品照射は世界では当たり前の技術でなっているというのは皆さんご存じだと思
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います。ところが、日本は１９７０年代にジャガイモで世界のスタートを切って、今実はド

ンジリを走っているという、そういう状況になっているわけです。照射業界は、世界標準と

すればぜひ入れて欲しいと。逆に輸入するような場合でも、そういった処置をした輸入品を

外国から日本に輸入したいと思っているのではないでしょうか。その意味で日本はある意味

では非常に変な状況に置かれているわけですね。 

  厚生省と労働省が一緒になる省庁再編のときにスパイス協会が少し検討して下さいという

申し出をしました。１０年ぐらい前ですね。それに対して国のほうは必ずしも対応がいいと

は言えなかったと思います。それはやはり何かいろいろ文句言われるというか、過激なとこ

ろもありますから、そういうものに対してやや保守的になっているということがあると思い

ます。 

  食品というのはそういう意味で非常にセンシティブな問題です。例えば放射線を使ってお

風呂のマットだとか、ビート板とか、そんなものもつくられています。だけれども、そんな

ものをつくっているとは絶対言わない会社もあります。自分たちの仕事で、もちろん言えれ

ばいいんですけれども、それを言ったがためにすごくマイナスになったら困るという考え方

はやはり強いと思うんです。あるいは、ラジアルタイヤもほとんどのメーカーで加速器を持

っています。そういう意味では放射線照射をやっていますが、オフィシャルには言いません。

というのは、余計な心配を抱え込みたくない。だから、そういったのを無理してやるという

のはなかなか、やはり難しいと思うんですね。 

  そうなると、先ほど言われたように、有用性を若い人、そういったところ、あるいは僕は

主婦が一番キーを持っていると思うんですけれども、主婦は忙しくてそんなところに気が回

らないということでしょうけれども、少し時間をかけて、若いところにやって。もう年寄り

はだめですよ、変えられないのではないかと。いや、私の場合ですけれども。学生にやはり

現在の日本のことを紹介すると、ああ、すごく活躍しているなと、よく判断して積極的に使

っていかなきゃいけないなというのはありますけれども、なかなかそういうレベルにまだ達

していないと思いますね。それは、先生方もあまりその辺まだ説明できる高校の先生とか中

学の先生がいらっしゃらないというのも１つ理由があると思いますね。一所懸命出前授業で

やっておられるけれども、まだまだという感じだと思いますね。 

（尾本委員）今の件で確認なんですが。民意といいますか、一般の国民の理解という点をさて

置いて、実際のプロセスの中で今おっしゃったようにスパイス等で申請があるけれども、国

が慎重な姿勢をしているということでしょうか。そうすると、原子力委員会としては、では
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もっと、例えば厚生労働省に意見を言うとか、そういうことなんですか。具体的にはここで

言っているボトルネックというのは国民の意見をさて置いて、一体具体的な手続上のどこに

問題があるのか、あるいはなぜそれがうまく進まないのでしょうか。 

（鈴木委員長代理）今のお話で、この８ページの下のところを確認したかったんですけれども。

最後の行に消費者の選択肢を増やせる規制への転換という言葉があるんですが。この説明を

一緒にしていただいて。ちょっと時間が迫っていますので。原子力委員会として何ができる

かということについて、もう少し具体的にご提言いただければありがたいと思います。 

（芦澤マネージャー）まず、原子力委員会についていいますと、前にも食品照射専門部会のほ

うで議論して、ある一定の結論が出て、その後、食品安全委員会に話をつないでいただいた

と認識しています。そういった流れで原子力委員会にも引き続きそういった側面支援をお願

いできればという趣旨でございます。 

  あと、今言われました８ページの一番下の選択肢という意味では、勝村先生が先ほどおっ

しゃったように、世界的に普通に普及しているものが日本では法的な障害があって輸入がで

きないといったところ、例えば今言ったスパイスなんかも１つの例です。そういった意味で、

要は消費者が自由に選択できる体制になっていないということがございます。そういったと

ころをまず規制の枠をとって、当然安全確保が第一ですけれども、その上で消費者のほうに

お示しして、例えば、照射した食品とそうでない食品を選択できるような体制にという、そ

ういう趣旨でございます。 

（勝村教授）私の理解では、原子力委員会のほうから食品安全委員会にこういう技術があるか

らぜひ議論してくださいという話がいったと思うんですね。その議論もある程度進んだと思

うんですね。あるところまでいったはずなんですが、そこから何も聞こえてこないんですね。

要するに何をやっているんだろうかという、外から見るとそういう感じなんです。だから、

委員会としてもお願いしたんだったら、どういう結論ですかというのを聞くことは、全然お

かしくないと思うんですね。それを見て、次のアクションなり何があるかなと。今の状況は、

なしのつぶてというような、少しこのままではまずいのではないかなと。 

（渡辺常務取締役）原子力委員会にお願いがあります。食品照射に関して、これ日本の特徴的

な理由かもしれないんですけれども、原子力委員会が表に出ていくと、消費者は何で原子力

委員会が食品照射なのという疑問を持つと思うんです。これはごく自然な感情としてですね。

というのは、一般の消費者は原子力委員会というのは、エネルギーに関連する仕事をすると

ころだと思っているんですね。ですから、食品照射を推進するというと、何でエネルギーの
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委員会が食品照射のことを積極的にやるんだろうかと、逆に不信感を持たれちゃうんですよ。 

  それで、私は原子力委員会が活動するときには必ず原子力委員会と厚生労働省と農林水産

省と３者で共同して動いていただきたい。これは国際機関もそうなんですが、ＩＡＥＡが単

独で食品照射のことをやったことはないんですね。必ずＷＨＯとＦＡＯとＩＡＥＡの３者が

共同して委員会をつくり活動して、それで議論して今までいろいろな結論を出してきていま

す。やはり日本でもそういう体制をとっていただかないと、一般の消費者が余計な不安を持

ってしまうと思うんです。それが一つ。 

  それと、先ほど尾本委員からございました問題点、これは、三つ巴になっているんです。

メーカーは技術を持っていても、放射線を使っていることを言うと、自分のところの商品の

不買運動が起こってしまって困るんですね。ですから公表はできない。そうかといって、国

のほうは、消費者の反対運動のほうの人もそういいますけれども、業界にニーズがないのに

何で国が認めるんですかというふうになるわけですね。そうすると、ニーズを出すことがで

きなくて、それでニーズがないと言われていて、だから国はそれに対応できない、これは八

方ふさがりになってしまうんですよ。 

  それで、それを解決するためには何が必要かといいますと、やはり一番根本になっている

のは安全性なんです。ですから、議論の一番のおおもとになる安全性について食品安全委員

会がある一定の方向を、個々の食品に対して安全かどうかという議論は細かくは別にやれば

いいんですが。例えば国際機関が１９８０年に出した１０キログレイまでは大体健全ですよ

という宣言があって、それを国としてはある程度認めますよというようなことを一言言って

いただくと、その三つ巴の状態が解消に向かっていくと思うんです。 

  それともう１つ大切なのは、側面的支援なんです。これは原子力基礎基盤研究イニシアテ

ィブという予算で、今、食のコミュニケーション円卓会議という全くの素人の方たちが自分

で食品を照射して食べてみて、体験して、その結果を報告するような活動を始めているんで

すね。これは非常にありがたい。草の根的には一番ありがたい活動です。その活動の中でこ

ういうものをどんどんそういう人たちがここに配ってくれているわけですよ。ですから、そ

ういう活動を非常に大切にして、それで後方で支援していただくと、その活動がどんどん広

がっていくんではないかと思うんですね。 

  その点、よろしくお願いいたします。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  残念ながら時間がきましたので、この辺で。 
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  もう１つ、今のコメント。どうぞ。 

（尾本委員）いろいろな件を書かれているんですが、セキュリティ、サプライセキュリティじ

ゃなくて、特にＲＩのセキュリティです。これは原子力防護とか、核セキュリティとかそう

いった意味のコンテクストなんですが。それについて何も書かれていないんですが。産業界

のほうから見て、その点で何か国に望むこと、例えば政府機関の役割と責任とか、あるいは

内部での教育に関係しての話とか、はないんでしょうか。 

（渡辺常務取締役）私どもの照射サービスの業界では、テロ対策のことは一応全部マニュアル

をつくって、こういう状態になったらこうしようというものはもう持っているんです。実際

には起こるとは思ってないんですね。それで、セキュリティに関しては非密封ＲＩのほうが

もっと危険性が高いと思います。その辺のところから意見を聞いていただいたほうがよくわ

かるんじゃないかと思うんですけれども。 

  勝村先生、何かありますか。 

（勝村教授）いえ、特にございません。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。どうも、時間がきましたので、これで終わりた

いと思います。 

  では、次の議題をお願いします。 

 

（４）原子力政策大綱の政策評価「人材の育成・確保」に係る関係機関ヒアリング（経済産

業省、東北大学） 

①経済産業省 

 

（中村参事官）４番目の議題でございます。原子力政策大綱の政策評価の中で、人材の育成・

確保に関しまして関係機関からのヒアリングを行いたいと思います。本日は経済産業省さん

からということで、まず資源エネルギー庁の原子力政策課、上田企画官、それから原子力安

全・保安院企画調整課の佐藤企画官、国際室の森田室長からご説明をいただきたいと思いま

す。 

（鈴木委員長代理）お願いします。 

（上田企画官）資源エネルギー庁の上田でございます。 

  それでは、人材育成・確保に関する経済産業省の取組ということでご説明をいたしたいと

思います。 
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  １枚めくっていただきまして、２ページ目の総論のところに書いてございますけれども、

原子力政策大綱の中で人材確保の重要性ということが明確に記されておりまして、こういっ

た考え方を踏まえて具体的に取り組んでいくということでございます。 

  続きまして、３ページ目でございます。現状をどうとらえているのかということでござい

ます。下にグラフを２つ掲載をしておりますけれども、１つは左の方はある大学院の原子力

分野専攻における志願者の変化ということで、引き続き経過経緯を見ると。あるいは右の方

でございますけれども、これは原子力プラントメーカー１５社の技術者の推移ということで。

近年若干増加しているという傾向は見られますが、全体としては下がってきているというこ

とでございます。 

  大学についていいますと、もうご承知のとおり、原子力学科の統廃合による学習機会の低

下、あるいは教科書やカリキュラムの老朽化による質の低下、この２つが非常に顕著になっ

てきていると。一部の大学では新しく原子力学科をつくったりあるいは自立をしつつあると

いうものもございますけれども、やはり全体で見ますと大学全体の底上げが必要になってき

ているというぐあいに意識をしております。 

  産業界のほうに目を転じますと、やはり今後国内外で原子力発電所の建設ニーズが高まっ

ていく。特に海外では新興国も含めて相当な需要が期待されている。あるいは国内も２０３

０年ごろからの国内軽水炉のリプースが始まるということを考えますと、やはり人材の切れ

目が生ずることによって技術の伝承が行われなくなるということはぜひ避けるべきでござい

まして、今後とも人材の質的、量的な向上を図る必要があるということでございます。 

  さらに現場に目を転じますと、やはり原子力発電所のメンテナンスにかかわっている方々、

特に地元の中小企業の方が多いということでございまして、そういったところの現場の技能

者の技能レベルの向上ということも重要になってくるという具合に考えております。 

  そういった現状を踏まえまして、その次のページ、４ページ目でございますけれども、こ

れは文部科学省さんのほうからもご説明あったと思いますけれども、１点目は大学に着目し

た原子力の人材育成についてでございます。両省で共同で取り組んでおりまして、特に経済

産業省のほうは産業界のニーズでありますとか、あるいは産業界が持っているポテンシャル

を生かして人材育成を行っていくというところに注力をしております。そこに書かれており

ます原子力教育支援プログラム、これは大学における教材の開発、充実、あるいは産業界か

ら講師を招へいするといったようなことについての支援を行っているものでございます。 

  また、その下のチャレンジ原子力体感プログラムというものがございますけれども、これ
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は原子力の現場を知っていただくということが非常に重要ではないかということで、国内あ

るいは海外のインターンシップ、現場での実習というものを行うということへの支援でござ

います。 

  あと、右上にございますけれども、原子力の基盤技術分野の強化プログラム、これは特に

原子力、炉物理等の原子力の中核ではなくて、それを支えております材料腐食でありますと

か、溶接、流体といったようなその分野の専門家が非常に少なくなってきているということ

でございまして、こういった基盤技術分野において、特に産業界のニーズを提示していただ

いた上で、それを実施する大学、特に若手の研究者に着目をしてその研究開発を支援してい

くという取組を行ってきております。 

  次のページをめくっていただきますと、これは今申し上げたことをまとめて書いておると

ころでございます。特に教材、カリキュラムの作成でありますとかインターンシップ、基盤

技術の研究活動の強化ということを行っておりまして、実績としましては平成１９年度から

３年間で７４件の事業を採択して、２年間で３，５００人が受講ということで、これを行う

ことによって１つの起爆剤として、大学みずからが自主的な取組を行っていく呼び水という

位置づけになっているのかなという具合に思っております。 

  ただ、いろいろな課題はございまして、その下に書いておりますけれども、やはりコース

を設置するなど思い切った取組への支援でありますとか、あるいは大学の教育・研究設備の

共同利用の推進でありますとか、あるいは国際的な取組の強化、立地地域との連携といった

ところも強化する必要があるんじゃないかということです。 

  次のページでございますけれども、これは平成２２年度、これは新しく今後の話ではござ

いますけれども、これまでの経験を踏まえて、特に３つの点に着目して人材育成の支援を行

っていくということにしております。 

  １つは、原子力以外の機械でありますとか物理などの分野も取り入れて総合的なカリキュ

ラムにしていく。同時に、大学間のネットワークというものに着目して、総合的な人材育成

を行っていくというのが１点目でございます。 

  ２点目は、やはりこれだけグローバル化が進んでいく中、国際分野で活躍できる人材の育

成ということも必要ではないかということで、国際機関あるいは大学等へのインターンシッ

プ派遣でありますとか、あるいは海外からの講師を招へいするといったようなことを通じて、

国際分野で活躍できる人材を育成していくという取組。 

  ３点目は、地域に着目をして、特に原子力の立地地域の大学を核にして、自治体でありま
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すとかあるいは地元の産業界といったところとの連携による人材育成を実施していこうとい

うことでございます。地元への波及効果あるいは住民への理解向上といったところの副次的

な効果もあるという具合に考えておりまして。 

  ２２年度はこういった３つの分野に注力をしてやっていこうという具合に考えております。 

  続きまして、７ページでございますが、これは大学ではなくて産業界での人材育成という

ことで、現場の技能者の質的な維持・向上あるいは技能の継承というところの取組でござい

ます。平成１８年度から公募によりまして福井、福島、新潟、青森といったようなところを

中心に、３年間で１万６，０００人強の受講者があったということで。実際にこういったメ

ンテナンス分野での必要な知見を得るための教材、テキストあるいはカリキュラムの整備と

いったことでありますとか、あるいは技能資格取得のための座学研修、機器補修の実技ある

いは現場の実務といったようなところの研修に取り組んできたところでございます。平成２

１年度はプルサーマルの導入ということがございますので、特にＭＯＸの燃料の取り扱いと

いったところに着目をして研修を行うということでございます。 

  以上がこれまで取り組んできた、非常に雑駁でございますが、人材育成でございます。 

  加えまして、次の８ページ、９ページに、特に原子力の新規導入国、拡大国との協力の中

で人材育成ということの取組について簡単に記しております。 

  ８ページ目をごらんいただきますと、言うまでもなく今後原子力グローバルに非常に伸び

ていくことが予想されている中、これは原子力大綱あるいはエネルギー基本計画の中でも原

子力発電の新規建設予定国等にさまざまな支援を行っていくことの重要性が記されておりま

す。 

  ９ページ目には具体的な取組といたしまして、特に原子力協力文書を結んでいる７カ国、

あと２カ国協力文書の準備中ではございますが、こういった国を中心に、原子力発電導入に

必要な法制度の整備でありますとかあるいは人材育成といった基盤整備に関する協力も行っ

ておるところでございます。左のところに各国との具体的協力ということで、研修生の受入

れでありますとか、セミナー、ワークショップの開催。さらに上のレベル、責任者レベルの

招へいを行うといったようなことを通じて、これから導入していく国の人材育成を行ってい

くということでございます。 

  下のところに予算を書いておりますけれども、これまでの実績としまして、平成１８年か

ら３年間で１１７名の受入れ人数、あるいは派遣人数７０名と。今年度の実績といたしまし

ては、受入れ人数４４名、派遣人数４２名ということで、こういった国に着目をした国際協
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力、国際貢献という取組を行っているということでございます。 

  以上が資源エネルギー庁からでございます。 

（森田室長）続きまして、原子力安全・保安院の国際室でございます。１０ページでございま

す。今ございました資源エネルギー庁のほうの新規導入国、拡大国への協力ということです

が、保安院におきましても安全面の国際協力というのをやってございます。具体的には、新

規導入国としてはベトナム、それから既に持っているけれどもさらに今後拡大していく拡大

国、これは中国を選びまして、協力をしてございます。 

  大きく左側の枠と右側の枠に分かれてございまして、規制当局への安全面の人材育成、そ

れから原子力事業者への安全面の協力というのをやってございます。中国、ベトナムの研修

生が日本に来てもらってやる人材育成と、あと日本の専門家が中国、ベトナムに行ってセミ

ナーを行うという形でやってございまして。直近２０年度でいいますと、規制当局向けは中

国、ベトナムあわせ１８名、また事業者向けは中国、ベトナムあわせて７２名ということに

なってございます。 

  これまで続けてきてございまして、既に発電所を持っているのは中国ですけれども、中国

側からは８０％以上の満足をしているというアンケート結果が得られておりまして、さらに

具体的には、中国ではケーブルの劣化管理について日本のやり方というのを勉強することに

よって、４段階に分けてこの劣化を管理していると。あるいは弁の可動部の表面、これにど

うしても放射線量が出てきてしまうわけですけれども、日本のやり方を学ぶことによって線

量が１０分の１以下に低減したという結果も得られているということを聞いてございます。 

  以上です。 

（佐藤企画官）続きまして、１１ページからは４．ということで、原子力安全規制に携わる人

材育成に関する取り組みに関して、原子力安全・保安院の企画官の佐藤から、いわゆる規制

当局の人材育成、保安院の職員の人材育成についてご説明させていただきます。 

  １１ページですけれども、私ども原子力安全・保安院は、原子力保安のみならず、電気や

ガスなどの産業保安部門も所掌として担当しております。そういう意味では、保安行政のス

ペシャリストの養成という観点でこの人材育成に取り組んでいるところでございます。ここ

の資料の矢印に書いてあるところでございますけれども、いわゆる保安行政のスペシャリス

トということで、産業保安、原子力保安に共通基盤的な保安思想として、例えば品質保証と

か根本原因分析というもの、こうしたものにつきましては共通のベースとして、それに加え

て個別業務できめ細かな研修あるいはＯＪＴのプログラムを用意して、保安行政のスペシャ
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リストを養成していくという、こういう大きな枠組みの中で取り組んでいるところでござい

ます。 

  そのまず１つとして、１２ページですけれども、力量管理制度というものにつきましてご

説明いたします。この力量管理制度は、本年度から原子力の分野で取組を始めて、来年度か

らは産業保安の分野で始めるところでございますけれども。この本年度からの取組でござい

ます力量管理制度ですが、いわゆる各ポスト、保安院の検査官事務所と本院の両方ですけれ

ども、例えば検査官であればどういう技能、知識が求められるのか。あるいは本院の国際室

の班長であればどういう知識、あるいは審査課の何々班長であればどういう知識というもの

をあらかじめ当局のほうで用意しまして、それに加えてどういった研修を受けるのが好まし

いのかということを事前に提示することにしています。 

  それを踏まえて、力量管理制度のポイントで３つほど挙げさせていただいていますけれど

も、まず職員本位であることということです。いわゆる研修やＯＪＴを上から押し付けても

これは身につかないというようなことでございますので、まずは職員がみずから自分のポス

トではどういう知識が必要なのかというのを認識してもらった上で、研修やＯＪＴをみずか

らどういう研修を受けていこうかということを、まずは職員からそうした選択あるいは動機

づけをしているところでございます。 

  ２つ目が、業績に連動ということです。いわゆる研修を受けるとそれが仕事になるとそう

いうわけではございませんが、この業績の連動の意味は、研修を受けるというのはこれも１

つの仕事であるという認識のもと、そこの上司である力量管理者、これは基本的には課室長

を念頭に置いておりますけれども、課室長と各職員が面談した上で、年度毎の研修計画ある

いはＯＪＴの計画をつくっていって、お互いにそれらについては中間あるいは年度末にフェ

ーストゥーフェースで面談をする中で確認をしていくということでございます。 

  ３つ目が、中長期的な人材育成のための記録ということです。私ども保安院の職員という

のは基本的には経済産業省の職員でございますので、人事異動が定期的に伴っております。

そのために、どういった職員がどういったポストに望ましいのかということが、もちろん経

済産業省の人事当局も把握しているわけでございますけれども、私ども保安院のほうも保安

院の中でどういう研修を受けた、あるいはどういうポストでどういう仕事をしてきたかとい

うことを記録で残すことによって、先々の職員の研修あるいは保安院内での人事配置の資料

として活用していくということでございます。 

  １３ページに参考として、力量管理制度の教育訓練プログラムの大まかな流れを示してお
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りますけれども。今ご説明しましたとおり、まず一番に、各課は役職、ポストごとに必要と

される力量、いわゆる知識というものを設定していく。職員が異動してきたらまずはその力

量記録表をつくって、力量記録表というのは基本的に研修とＯＪＴの計画になります。その

計画をつくることになりますけれども、黄色の枠で囲まれておりますとおり、力量管理者で

ある課室長と担当職員が面談をして、この計画をつくっていきます。ここではＯＪＴにつき

ましては課室長が行うというよりは、どこの世界でもＯＪＴというのは基本的には直属の上

司が担当しているというものが実態ですので、課室長とその職員で、じゃあ、どの方にＯＪ

Ｔの指導者になってもらおうかということまで決めて、そこから先はＯＪＴの指導者がＯＪ

Ｔの計画をつくっていくと。 

  さらに、その課室長と職員が研修計画をつくるだけではなくて、保安院の人事当局として

も先々のその職員のキャリアパスを考えて、今の職務には直接関係ないけれども、こうした

研修を受けたほうがいいんじゃないかというようなこともアドバイスしていくということで、

計画をつくった以降は中間期と年度末に確認をして、１年間が終わりますとまた次年度に同

じように計画をつくっていくということでございまして、これにつきまして今実際に力量管

理制度を今職員の中で進めているところでございます。 

  続きまして、１４ページでございますけれども、こうした力量管理制度を運用するに当た

っては、やはり院内の研修制度というものの充実が必要不可欠だと思っております。そうい

う意味でどういった研修制度が必要かということで、もちろん原子力に最初から精通してい

る職員がいれば問題ないわけですけれども、往々にして原子力以外の電気、機械、土木、物

理、化学のようなそうした大学で学んだ職員がこの原子力安全・保安院で職務することが多

く、そうした知識をバックグランドに持っている職員が原子力についての知識、保安につい

ての行政的なセンス、あるいは法律ですけれども、そうしたものが学べるような形で研修プ

ログラムを組んでおります。 

  ２１年度に、保安院が主催して行っている研修としては５７の研修があります。本年度に

つきましても１１ほど増やしたわけでございますけれども、そのときどきのトピックに応じ

て新しく研修をスクラップアンドビルドしていまして、本年度でありますと耐震の基礎研修

あるいは応用研修というのを今年度から新しく立ち上げたというようなこともこうした実際

の職務のニーズに合わせた研修をプランニングして実施していくということと思っておりま

す。 

  また、研修制度の充実としては、いわゆるＰＤＣＡですが、研修内容が適切か、あるいは
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新しい研修はどうかということにつきまして毎年３月に原子力安全規制研修タスクフォース

というものを開催して、実際のカリキュラムやプログラムについて定期的な見直しを行って

いるところであります。 

  １５ページでございますけれども、保安院としてこうした人材育成に努めているわけです

けれども、人材確保として中途採用と新人の採用があると思います。この１５ページはその

中途採用でございます。保安院の創設当時からこうした原子力施設の現場を熟知し、高度の

専門性を有した民間に属しておられる方の原子力技術者を国家公務員として中途採用を実施

してきたところでございます。昨年１１月時点でこれまで１３３名の方が保安院の職員とし

て、主に検査官事務所、規制の現場の最前線でご勤務いただいておりますし。またもちろん

本院でも勤務している中で、実際のプロパー職員と一緒に働くことによって技能伝承などが

図られているかと思います。 

  １６ページでございますけれども、こうした専門性を有する保安院の職員につきまして、

その組織の能力の維持・確保のために、特に勤務延長ということにつきましても私ども尽力

しているところでございまして。今公務員では再任用制度というものが一般的にあるわけで

すが、この再任用制度というのが余り人事上職員の処遇が幾つか問題点ある中において、勤

務延長制度というものを特別に原子力の保安検査官につきましては対応させていただいてい

るところでございます。この勤務延長制度というのは、一般の公務員は６０歳が定年ですけ

れども、最大３年間延長できる、これは人事院の了解が必要なんですけれども、６３歳まで

延長できるようなものということで、この勤務延長制度が適用できるのは、職務が高度の専

門的知識、熟達した技能または豊富な経験を必要としており、後任が容易に得られない場合

ということでございまして。こうした中で検査官におきましては、これまで２００９年度、

２２名がこの制度により勤務を延長しておりまして、資料に参考までのキャリアパス事例と

いうのが３つほど出ておりますけれども、基本的に検査官事務所で働いていただき、それぞ

れ事務所の要職に就いていただいているということでございます。 

  続きまして、１７ページでございます。こうした研修とか人材確保の中で実際に関係ある

のが執務環境の整備ということだと思っております。知識共有化スペースというのを１７ペ

ージにご紹介させていただいておりますけれども、いわゆる保安院の行政の遂行に資する技

術的、専門的な資料などを一堂に集めたそうした図書館のようなものでございます。平成１

４年に開設し、これまで約６，０００件の資料が登録されております。この中身というもの

は、法令、指針、技術基準、ＪＩＳのようなもの、これも特に古いものから集めておりまし
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て、こうしたものは新しい基準をつくるときにはやはり古いものからアウトソーシングして

いくというようなことかと思っておりますが。いずれにしろこうした資料を一堂に集めてお

り、今後電子媒体による情報も充実していきたいというふうに考えているところでございま

す。 

  最後に、保安院としての人材確保に関する取組についてです。保安院が職員を独自採用し

ているわけではなくて、あくまでも経済産業省に入省した上で保安院に勤務するということ

でありますけれども。先ほどご説明しましたとおり、経済産業省の職員で入省すると、必ず

しも保安院で長いこと仕事ができるという状況にはございません。そういう意味では入省の

時点で原子力保安について特に関心を持っている学生を経済産業省に入省してもらい、その

職員が最初のころから規制行政に強い関心や意欲を持ってこうした原子力保安行政に取り組

めるようにということで、私ども昨年度からまずは原子力施設の立地地域の大学を中心に学

生の説明会を独自に行ってきたところでございます。 

  特に本年度につきましては新たな取組として、原産協会が主催で、昨年１２月に新宿で合

同就職説明会、いわゆる原子力産業に関する合同就職説明会があったわけでございますけれ

ども、ここにも保安院として初めて参加いたしました。もちろん公務員試験を受けなくては

いけないんですけれども、保安院の仕事のやりがいなどにつきまして広く学生に紹介して、

何人かの学生はその後も私どものほうに連絡をして、まだ関心を持っており、公務員試験を

受けたいというような感想とかももらっているところでございまして、引き続きこうした人

材確保についても取り組んでまいりたいというふうに思っているところでございます。 

  説明は以上でございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  それでは、質疑応答いかがでしょうか、委員の方。 

（秋庭委員）ご説明ありがとうございます。人材育成については本当に大事な問題で、一所懸

命取り組まれていらっしゃるということがよくわかりました。質問なんですが、資源エネル

ギー庁の方にお伺いいたします。現在エネルギー基本計画を策定していらっしゃいますが、

その中で人材育成というのはどのように取り扱っていらっしゃるのかということが１つです。 

  もう１つは、人材育成のためにさまざまなプログラムに予算がつけられています。私ども

でも大学の方からいろいろ伺いますが、人材育成というのはやはり１年や２年でできるもの

ではなくて、長期にわたるものだと思うんですが。ところが、予算のほうは単年度予算でな

かなかお金の継続ということが難しいというのが悩みじゃないかなと思うんですが。その辺
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の工夫が何か考えられていることがありましたら伺いたいと思います。 

  ３番目に、一番初めのところに総論のところで若手、女性、外国人研究者の育成を図りと

いう、多様性の確保の観点からというところでありましたが。特に私も女性なんですが、原

子力分野におきまして、海外では結構女性の方がご活躍だと思うんですが、日本においては

女性がなかなか活躍しにくい場面もあるんじゃないかなと思うんです。その辺のところで今

回のご説明には女性についての支援というかその辺のところがありませんでしたが、ちょっ

と伺わせていただければと思いました。お願いいたします。 

（上田企画官）すみません、１点目、エネルギー基本計画の中にどう書かれているのかという

のは、ちょっとこれ確認をさせてください。すみません。後ほど説明いたします。 

  それと、２点目のなかなかこれ長期にわたる支援が難しいというのは我々も同じ問題意識

を持っておりまして、これは財務当局ともやはりこの人材育成、国の役割として基幹的にど

う考えるのかというところについてはこれはよく議論のあるところでございます。 

  我々としても、やはりこの人材育成を永続的にできるものかというと、それはなかなか難

しいし、我々もある意味では１つの起爆剤として国の支援のもといろいろなカリキュラムの

整備をした上で、最終的には自立的に人材育成を行っていく仕組みをつくっていくという方

向にもっていくべきなのかなという具合に思っております。ただ、そうはいってもこれ非常

に短期間の間で成果が上がるものではございませんし、やりながら常に反省をした上で、ど

こに注力していくのかということを反映して続けていきたいという具合に思っております。 

  また、女性のところについては、これは応募者の中にも女性の方がいると思うんですけれ

ども、特に別にこれは男女ということで区別をしているものではございませんので。むしろ

原子力の分野の中に関心を持っていただいて学会に入る人がどれだけいるのかとか、あるい

は現場人材のほうになるとなかなか体力でも難しいところはあると思いますけれども、そこ

は区別なくやっていきたいと思いますし。むしろこういう問題点があってなかなか女性が入

れないなんていうことがあれば、その辺は対応していきたいという具合に思っております。 

（秋庭委員）ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思うんですね。まず、人材育成の

ところは長期的に考えてやっていかなければいけないという反面、単年度予算であることが

悩ましいところだと思っているんですけれども。やはり何といっても産業界の協力がないと

これもなかなか持続していくというのは難しいかなと思っています。さらに今３番目の質問

をさせていただきましたが、女性の活躍についても、ぜひ産業界が問題意識を持って取り組

んでいただきたいと思っておりますので、これからは資源エネルギー庁さんのほうから産業
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界にもぜひご協力を要請いただければと思っております。ありがとうございました。 

（鈴木委員長代理））今の点ですけれども、予算の中で、ずっと継続されているものと、さっ

きおっしゃったみたいに起爆剤として企画されているものとの区別をしていただくとありが

たいんですが。それから、女性の統計をぜひとっていただいて数値で見せていただければ問

題点がより明らかになるかなということで、ぜひデータをとっていただきたいと。 

（上田企画官）前者の点について、ちょっと説明が足りなかったんですけれども。４ページ目

にあります原子力教育支援プログラム、チャレンジ原子力体感プログラムというものを３年

間やってきた反省あるいは実績を踏まえて、６ページにございます国際でありますとか地域

でありますとか、あるいは総合的な人材育成というところに注力をして、よりニーズが高い

ところに重点化していこうということでございます。 

  ４ページにあります基盤技術分野の協力プログラム、これは引き続き重要であるという認

識をしておりまして、２２年度も継続ということで予算要求しているところでございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございます。 

  大庭委員、どうぞ。 

（大庭委員）今日のお話で非常に勉強させていただきました。少しずれるかもしれませんが、

原子力分野の人材育成・確保といったとき、印象として、とにかく原子力の技術者であると

か、原子力にものすごく詳しい人、あるいはスペシャリストを養成するというのが多分ここ

の趣旨であると思います。ただ、長い目で原子力政策を考えてみた場合に、果たしてそうい

う人材育成だけでいいのかどうかというのが私にはすごく疑問です。つまり、原子力政策は、

日本全体の全体的な安全保障、あるいはエネルギー安全保障、またはエネルギー政策全般の

中に位置づけられるべきもので、そういう視点から自分たちが何をやっているのかというこ

とを客観的に把握できるような、そういう人材を育成することが必要であると思います。技

術者であっても、自分たちのしていることの意味は何なのか、あるいは国際展開で、例えば

いろいろな形で協力するにしても、それがどういう意味を持っているのか、というようなこ

とまで理解して行動できるような人材の育成というのが求められると私は思います。こうし

た点については皆様がどれぐらい配慮されているのか、ということを少しお伺いしたいと思

います。 

（鈴木委員長代理）いかがですか。 

（上田企画官）まず、我々の問題意識として、非常に原子力分野の国内における仕事が減って

きているということ。それにつれて原子力そのものの学生の間の人気が低下をしてきて、学
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科がどんどんなくなって、名称を変えて、カリキュラムも３０年前のものがそのまま残って

いるとか、そういう状況が続いていくと、やはりどこかで切れてしまうとこれは非常に日本

の原子力産業の維持、ひいてはエネルギーの安定供給確保の観点から非常にこれは問題では

ないかということで。ある意味では、国家戦略といったら大げさではありますけれども、国

ができることをやって、デスバレイを抜いていくという問題意識でやっております。ただ、

それを越えてもう少し広い観点での人材育成をやっているかと言われると、そこに注力をし

ているというのが現状でございます。 

（鈴木委員長代理）よろしいですか。この政策大綱の中にも、ここだけ引用されているのです

が、多様性の確保の観点からと書いてありますが、異分野との交流についても書かれていま

して、今の大庭委員のご指摘のところは大変重要だということで、大綱にも書かれています

ので、それに対してどういう対応をされたかということもぜひ今後検討していただければと

いう趣旨ですよね。 

（大庭委員）はい、そうです。 

（鈴木委員長代理）よろしくお願いします。 

  尾本委員、どうぞ。 

（尾本委員）人材ということについてはどうしてもこれからの若い人をどうやって育てていく

かというところに大きな焦点があるというのはわかります。一方、原子力の仕事を長い間し

てきた人でリタイアする人、こういう人たちをいかにうまくといいますか、いかにその人た

ちがやりがいのある仕事を継続できるかということが重要だと思います。そういう点で、原

子力というのは研究所に行っても、あるいはメーカーに行っても、電力に行っても、要する

に基本的に大きな設備があるところでないと自分の能力が発揮できないという側面が多くの

場合あって、そういう点で原子力という職に就くことが、将来の自分のキャリアパスという

ことを考えたときに、先々の展望が非常につきにくいと思います。例えば会社を定年退職後

あるいは研究所を定年退職した後一体どういう仕事ができるかということなど。そういう点

で、もっとシルバー人材を活用できるような施策というのもいるのではないかなと私は個人

的に思います。 

  例えば海外協力というのがありますけれども、こういう分野というのは、この資料４－１

の９ページはそういう点について議論しているのですが、こういうところではまさに長い間

いろいろな組織で経験をしてきた、そういった能力を活用するということが、お互い役に立

つというふうに思います。そう見ると、例えばＪＩＣＡのシルバーボランティアの中には原
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子力ってないんです。エネルギーはありますが、原子力でやった人はどうもいない。お隣の

国の韓国のＫＨＮＰは確か定年が５８歳です。ですから、まだ若くてこれから働き場所を求

めて外に出て行くというのは当然だと思います。そういったこれからの人材を育てるだけで

はなくて、もっと今働いている人、そういう人たちが長く原子力というのは魅力的な職場で、

末永く活躍できると、そういう仕組みをつくっていったらいかがかと思います。 

（鈴木委員長代理）いかがでしょう。 

（上田企画官）実際にはシニアネットワークというものも、これは民間のほうで独自でやられ

ておりまして、そういったところをこういう人材育成にどう活用していくのかとか、あるい

は知見を持った方、その知見は非常に重要でありまして、かつ若い人が少なくなっていくと

いう状況でございますので、そういう点をどう活用できるかというのは今後、検討したいと

思います。 

（鈴木委員長代理）技術継承の面からも大変大事だと思うので、よろしくお願いします。 

  どうぞ。 

（秋庭委員）それについて。例えば先ほど保安院の方からご説明いただきましたが、研修を年

間たくさんやっていらっしゃいますけれども、その研修の講師やなんかにもう定年になられ

た方を活用するとかそういう試みはいかがでございますでしょうか。 

（佐藤企画官）ええ、特にそうした定年の方というわけではございませんが、私ども研修では

そうした外部人材、外部の専門家の方々ですね、研究者の方から講義を受ける機会もたくさ

んございます。そういう意味ではそういう機会があれば私どももそうした、この分野にはこ

ういう人がこういうストックされていますというのがあれば私どもとしてもありがたいとは

思います。 

（秋庭委員）そうですよね。 

（森田室長）保安院の国際室ですけれども。まさにおっしゃるとおりでございまして、我々は

海外のセミナーなんかをやるわけですけれども、例えばベトナムなんていうのはこれから導

入しようとしている国でありまして、そうしますと日本において過去に導入したときに６０

年代に頑張られた方、そういった方に来ていただいてベトナムで講演をしていただくという

ことはよくあることでございますので、そういう年配の方に活躍していただいているという

状況でございます。 

（秋庭委員）はい。 

（鈴木委員長代理）ちょっと私から最後１つだけ。保安院のほうの最後の１８ページのところ
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で、保安院の職員が経済産業省の職員であるために定期の省内異動によって長期的に規制行

政に携わることができない、これが非常に重要な課題だというふうにおっしゃっているとい

うことは、保安院はやはりエキスパートとして人材を確保していきたいという、こういうご

希望なんでしょうかね。 

（佐藤企画官）ええ、人材を確保していきたいというか、私ども保安院で働く以上は専門性を

身につけていただきたいというところでございます。もちろん経済産業省の中で、例えばよ

く言われていますけれども、推進側にいてどうかということですけれども、エネルギー政策

全般を知るということも、これはやはり保安行政をやる上で決して妨げになるような知識で

はないというふうに思っております。ただ、他方で保安院で働く際には、特に集中してそう

した知識を身につけていただく。あるいは本人が、経済産業省の職員像につきましても、当

職員の本人のそうした希望なども十分配慮した上で人事配置をされているということでござ

いますので、そうした意味では本人が自分の専門性をもっと生かしたいというのであれば、

２度、３度、４度と保安院で働くということもあると思います。そういう意味では、ちょっ

と直接答えになっていないかもしれませんけれども、保安院で働く限りにおいてはその執務

環境として専門性を身につけさせることができるということにはまずは最低限取り組んでい

るということであります。 

（鈴木委員長代理）ご希望のところが、ここの目的が携わることができない状況と書かれてい

るということは、今はもちろんジェネラリストとしての知見も必要だけれども、どちらかと

いえばエキスパティーズが足りないというふうに認識されているのですか。少しそれを確認

したかったのですが、だとすると、そういう人事が今は足りないということをおっしゃって

いるのかということを確認したかったのです。 

（佐藤企画官）これは経済産業省の人事当局ともいつも話をしておりますけれども、ジェネラ

リストだけでなくエキスパートというのも必要でありますので、こうした中でぜひ確保して

いきたいと思います。 

（鈴木委員長代理）わかりました。 

  以上、よろしいでしょうか。 

  では、ありがとうございました。 

 

 ②東北大学 
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（中村参事官）同じ人材育成に関する関係者のヒアリングでございますけれども、続きまして

東北大学の取組につきまして、東北大学の大学院工学研究科量子エネルギー工学専攻の橋爪

教授からご説明をいただきます。 

（橋爪教授）よろしくお願いいたします。橋爪でございます。お手元の資料に従いましてご説

明申し上げます。 

  １枚めくっていただきまして、東北大学の原子力の教育の状況が広く知られていないので

はないかと思いまして、いろいろとまとめさせていただきました。まず、教育研究体制でご

ざいますが、我々の専攻では２つ大きな項目があり、原子力基盤技術と放射線の高度利用の

２つを柱といたしております。その中の特に原子力基盤技術というのは核燃料サイクル、保

全、原子力共生と、この３つをキーワードにして動いております。昨今、原子力に逆風が吹

いているときは、この放射線高度利用の分野に頑張ってもらい、もちこたえたというのが実

情でございまして、ようやく今、両輪になって動き出したという状況でございます。 

  核燃料サイクル、保全というのはよくある言葉ですが、原子力共生というのは具体的には、

例えば女川の教育委員会と連携をとって、月２回程度出前講義や実験を中学生に対して実施

しております。後で述べますが、六ヶ所で、量子エネルギーフォーラムを実施して、原子力

の立地地域との共生を図っていっております。これは学生さんが中心に活躍しており、いろ

いろと地元の人とか子どもたちに対して実験を実施したり、どういうふうにエネルギーのこ

とを考えているのかといった話を、女川祭りとか、サンマ祭りに行って地元の漁業関係者の

人と進めており、いつも、サンマを山のようにもらって帰ってきております。 

  それから、東北大学の学部の２年より一貫した原子力教育を実施しており、機械知能・航

空工学科という約２４０名の学科の中の量子サイエンスコースとして、教育を進めておりま

す。すなわち、残り約１６０名がいわゆる機械、残り約４０名が環境、昔の資源という内訳

になっております。そういう意味ではなかなかの弱小のコースでございますので、苦労しな

がら頑張っているというところでございます。 

  それから、後で述べますが、六ヶ所村で国立大学として初めて原子力研究教育を開始した

ということでございます。 

  次めくっていただきますと、工学研究科の中にございます量子エネルギー工学専攻と、そ

れ以外に関連しているところといたしまして、エネルギー安全国際センター、技術社会シス

テム専攻、この専攻はいろいろな専攻から少しずつ人を出して文系も含めた専攻ですが、こ

こには我々のところの安全関係の講座が所属しております。それから、サイクロトロンＲＩ
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センターがあり、同じ線の太さの線で書いてありますが、強い協力のもとに研究・教育を進

めておるところでございます。それからあと、ＪＡＥＡや民間企業との協力も進めておりま

す。 

  次めくっていただきまして、これが我々の専攻の工学研究科の教員の陣容でございます。

これは研究マップでございまして、核燃料サイクルに関して、必ず何か研究を行うというこ

とで、１つは何かの研究の軸を持とういうことを示しております。昔は寄せ集めでできてい

た原子力関係の専攻でしたが、発足以来の結束力をもって、大体そろった方向として核燃料

サイクルの支援ということで一体になって、現在は動いております。 

  その次の専攻の中の中身でございます。いろいろございますけれども、この中でやはり人

気があるのは、先進原子核工学と書いてあるそのときの中心の講座で、現在は、放射線の高

度利用関係の研究室です。この研究室と、２つの核融合関連の講座が、学生には人気があり

ます。核融合といわないと学生がなかなか志望してくれないというのは事実でございます。

実は私も核融合電磁工学でございまして、核融合の研究が４割ぐらいで、原子力の研究が６

割となっておりますが、核融合の実現は大変だなということをよく理解して原子力の分野に

就職することが多くなっております。 

  次めくっていただきまして、実際の教育でございます。先ほどご説明しましたように、量

子サイエンスコースは学部学生が４０名で、ほか機械が１６０名から多いとき１８０名とな

りますので、基本的にカリキュラムは機械系のカリキュラムに合わせることになります。そ

の結果、２年生までは基本的に機械四力と言われる、材力、流力、熱力、機力を中心に勉強

してまいります。それで、３年生で研究室に入るときになって、研究室を選んだ段階でその

研究室がどのコースに所属するかで自分は何を専門にするかというのが決まるというそうい

う仕組みになっております。そうしないとどうしても輪切りが起きてしい、成績の良い順に、

航空宇宙、次ロボット、それからいわゆる普通の機械、それから資源となってしまします。

我々の所属するコースではどうなっているかと申しますと、ほとんどばらばらなんで、トッ

プの学生もいれば後ろの方の学生もいるということで、非常にスペクトルの広い学生が来て

いるという状況でございます。 

  約１０年前ですけれども機械と一緒になるということで、２年までの講義を全部機械に合

わせ、３年生以上の講義をそのときに見直し、原子炉主任技術者と放射線取扱主任者に関す

る講義を体系的に学生に提示してあります。実際は、もう少し詳しく書いてありますが、こ

の資料では科目をただ並べております。実際には、将来、炉主任を目指すならこういう科目
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を履修しなさい、放射線取扱主任者の場合にはこういう科目を履修しなさいということを３

年生が研究室配属になったときにコースですべての学生にガイダンスを実施しております。

ただ、学部中とかあるいは修士までに炉主任に合格したというのはなかなかなく、電力に入

社してから合格しています。 

  その次の学部学生の志望状況でございますが、やはり今言いました航空宇宙とかバイオ、

ロボットコース、こういったところが非常に人気がでございます。今量子サイエンスコース

というのは実は約半分が第１志望できておりますので、そんなに悪い状況ではございません

が、できれば第一志望の割合をもっと上げるというのが我々の目標でございます。 

  学部４０名のうちのほとんどの学生、例えば、３３名はそのまま量子の専攻の大学院に進

学します。我々のところの大学院に来ております。それから、二、三名はやはりどうしても

成績の関係で本当は学部時代に航空宇宙やロボットの研究室に所属したかったにもかかわら

ず、量子の研究室配属になったというので、大学院で戻る学生さんがおります。これは大学

院の試験はすべての専攻、航空とかロボットを含めて全部同じ問題で、全く同じ基準で合否

判定を行っておりますので、研究室を選んで成績が良くて空きがあれば移れるようになって

おります。これは、学科が一緒なので、試験問題が同じとなっているからであります。この

ような仕組みであれば逆に機械から我々の専攻にも移ることが可能となる部分もございます。 

  それから、就職が数名と、他大学や他専攻から量子に来る学生も、三、四名ということで

ございます。特に他大学、他専攻から来た場合も含めてですが、原子力関係の就職の場合に

は学部の講義の一部、炉物理とか炉設計の履修を義務化しております。これは就職担当の教

員の責任で、私この５年間ぐらい担当しておりますが、これらの科目を履修していないと推

薦を取り消すということで必ず強制的に履修させております。 

  それから、学部の時の研究室で教育を行うと、約４０名中で卒業する人を除くほぼ９割以

上がそのまま専攻に進学するので、定着率はかなりいいということになります。 

  なお、修士課程の就職は後述いたします。 

  それから、六ヶ所村における原子力教育でございますけれども、平成２０年度より社会人

の教育ということで、我々が六ヶ所に出向いて、勤務時間後の集中講義という形式で、木曜、

金曜の夜の６時から９時半まで、土曜日の午前中講義を行っております。それを２週連続で

実施し、１講義分となっております。我々としては、大変ではございますが、かえって、金

曜の日中は時間ができ、雑用がなくて非常良い面もございます。 

  それから、六ヶ所に拠点のある日本原燃側と交渉いたしまして社内的に選抜していただい
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た学生さんを修士等に出願していただいております。さらに博士課程にも進学している学生

もおりますので、将来は博士を取得した後に、大学の非常勤講師になっていただいて、教え

られる範囲で学生に実際の再処理の現場のことを教えていただきたいということで、長い目

で人材育成を進めております。 

  それから、量子エネルギーフォーラムというのは平成１８年より毎年開催しており、これ

は右の下に写真がございますが、六ヶ所村における社会人の学生さんとは仙台にいるいわゆ

る学生さんとの交流がなくなってしまいますので、専攻の４０・５０名の学生が六ヶ所に行

って、一緒に、研究内容の議論をおこなっております。また、六ヶ所村の村長さんや村役場

の方にも来ていただいて、一緒にわいわいとお話しをしたりしております。 

それから、平成２１年度から六ヶ所に大学のセンターができまして、そこに教員２名がこ

の３月から常駐して、そこで社会人学生の修士論文、博士論文等の指導をするというになっ

ております。 

  これは文部科学省から予算をつけていただいた新原子力利用分野の開拓でございます。実

際に実施する内容でございますが、直接、処理処分の研究を実施するとなるとなかなか厳し

い情勢でございますので、高レベル放射性廃棄物に含まれるいろいろな有用元素を抽出分離

して、工業から医療まで幅広く応用し、さらに、処分する量を減らそうという発想でござい

ます。こういったことでいろいろと核燃料サイクルに対して明るい活動をして、ネガティブ

なイメージを少しでも減らしていきたいということでございます。 

  その次に先ほど経済産業省からご説明ありました原子力人材育成プログラムの件でござい

まして、おかげさまで東北大学の３つのプログラムを採択していただきました。まず１つが、

原子力基盤（環境）整備プログラムというものでございまして、平成１９年から２１年にか

なりの予算をいただいていろいろな、特に核燃料サイクルに関する研究教育で使う計測機器

等を充実させていただきました。これで実際に実施している内容ですが、３年生でまずバッ

クエンド基礎という講義を履修し、それから４年生でバックエンドの実験を履修します。こ

れら２つの科目は、コースの中でほぼ必修として履修することになっております。結果とし

て、再処理やバックエンドに関する実験のテーマ数は従来に比べて約３倍に増えており、今

後も、なんとかそのまま継続して行くことを考えております。なお、学生便覧にはすでに記

載しており、実はやらざるを得ないという縛りをみずから作っており、このような覚悟で実

施していくということでございます。 

  裏に写真がございますように、実際にこのようにＲＩ実験室での実験を行っておりますで。
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今までこのような実験テーマは無かったのですが、アンケートの結果では、学生さんからの

評判が非常によく、処理処分のイメージが変りましたということで非常に効果的であったと

いうことでございます。 

  将来的にこういう学生さんたちが、処理・処分や核種移行のことを実験を通して肌でわか

っていて、説明ができるということは大事だという考えに基づいて、非常に息が長く毎年４

０人ずつ学生を社会に出しても１０年で４００人ではございますが、少しずつそういう人材

を送りだしたいということでございます。 

  その次がコア人材育成プログラムでございまして、平成２０年度と２１年度にご支援いた

だいております。これは保全工学にかかわるプログラムとして採択していただきました。保

全ということから、なかなか大学では対応しづらいということで、最初の事業の概要のとこ

ろにございます、保全の実務にかかわった人材を外部講師として迎えておりますが、この中

身は、先ほどございましたシニアネットワークの約２０名の方に３日間来ていただいて集中

講義形式で最初に講義して頂いた後に、幾つかの班に分かれて、シニアの方１人と学生三、

四人のグループを作り議論していただいて、原子力とは何ぞやという話をしていただいてお

ります。さらに、保安院の方にも来ていただいて規制の話を講義して頂いております。 

  この下のほうの３番に赤字で書いてございますが、東北電力の女川の保全訓練センターを

利用させていただいて、教員の教育をしております。これは実際の保全とはどのようなもの

かということを知らない状況では教育の意味が無いということで若手の教員の研修をお願い

しております。若手の教員、助教、准教授の方は１年ぐらいで全員が研修を受けることにな

ります。このプログラムは今年度で終わり予算措置が無くなりますが、東北電力のご厚意に

より、二、三人の受け入れであれば新人教育や異動のときの教育の際に、一緒に受け入れま

すよと言っていただいており、旅費だけを捻出すれば、実施可能という状況でございます。 

  その次のチャレンジ原子力体感プログラムでございます。このプログラムは平成１９年度

と２１年度に採択されております。２０年度は事情があって採択されたのですが予算措置は

残念ながらされませんでした。このプログラムで特に目玉にしておりますのは事業の４番で

ございまして、ＢＴＣによるプラント体験実習でございます。 

これは、修士２年の最初の頃に就職の内定が決まりますので、原子力関連の企業あるいは

事業者に就職予定の学生は、ＢＴＣで一度訓練を受け、原子力発電所の運転というものはど

ういうものかということを勉強する仕組みとなっております。 

  基本的な教育の流れは、最初にあります弥生でまず実験炉の勉強をして、ここに記載され
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ておりませんが京大炉のＫＵＣＡに修士の１年で必ず行って、それからＢＴＣに訓練に行く

という３本柱で原子炉に直結した部分を教育していくという体制をとっております。このＢ

ＴＣでの訓練にはやはり予算が必要となりますので、平成２２年度の経済産業省の人材育成

プログラムには応募させていただいております。実際の訓練の様子が図にございます。 

  めくっていただきまして、次１６ページでございますが、原子力人材育成支援プログラム

の成果でございます。私は就職担当をずっとしておりまして、平成１９年度の就職の際には

一番古い教授の先生に怒られたのですが、原子力分野には、３分の１しか就職しておりませ

んでした。この平成１９年度に人材育成のご支援を受け始めたのですが、そのときは３分の

１、次年度は、原子力分野への就職が４０％を超えて、昨年度の内定で原子力関係はちょう

ど５０％となっておりました。今年度は志望調査をすでに行っており、今後、私と面接して

から就職先を決めていきますが、志望の段階で、原子力分野に８割の学生が就職がしたいと

いう状況になっております。現在、志望を出している学生は学部の３年からちょうど人材育

成の教育を受けていましたので、ここまでのデータだけを見ると非常にすばらしい成果が出

たということになります。もちろん、この後来年度は、どうなるのかは非常に心配ではあり

ます。自動車分野が少し不景気だからということも影響している可能性はございますが、原

子力分野に就職する学生が確実に増えてきたというのは非常によかったと感謝いたしており

ます。 

  それから、核燃料サイクル関連の企業への就職希望が倍増というのは、４名が志望してい

るということで、昨年度２名の就職に対してという意味でございます。ただし、この２名は

迷っているところを、背中を少し押して就職を決めたということであり、今年度は、希望段

階で４名が行きたいと意思表示しております。我々がしばしば六ヶ所村に学生と行ってると

仙台に非常に近いという印象を持ち始めてくれたのかなと思っております。 

  それから、電力事業者のほうの推薦枠も３０％ぐらい増えており、これは私が無理にお願

いしたのですが、いい人材が就職しているということから快く推薦枠を増して頂いたという

状況でございます。 

  では、今後の人材育成に関する要望と希望について述べさせていただきます。まず、従来

の人材育成につきましては、このまま進めていこうと思っております。今まで実施してきた

学部の３年時からの研究室配属と主任者のための講義の体系化に基づき、量子の研究室に配

属になれば、しっかりと原子力がいかに良いシステムであるかといったことを教えるととも

に、重要な特定講義の履修の義務化を引き続き実施してまいります。それから、平成２１年
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度までの今回の人材育成のプログラムで、核燃料サイクル・保全・共生を柱とし、専攻が一

丸となった人材育成体制が確立できたこと、原子力分野への就職が飛躍的に増加したとから、

おかげさまで、人材育成の基盤はこれで何とか確立できたのではと思っております。 

  その次の発展を目指してということで、平成２２年度以降も、当然、今まで通り人材育成

を継続しないとまた尻すぼみになってしまいますので、２１年度までのリソースの継続的利

用をはかり、足りない部分はもちろんいろいろな人材育成の支援や企業等からの外部資金の

支援を獲得して、努力しようと考えております。 

  それから、六ヶ所地区における研究・教育活動の強化ということで、六ヶ所分室での常駐

教員が、准教授２名の体制ができ、研究・教育支援を進めていきます。 

  それから、４番目の項目の書き方少し難しかったのですが、優秀な人材の他分野から原子

力分野へのコンバートということで、広域連携による研究・教育体制の整備による原子力人

材母集合の増加戦略を目指しております。来年度から、核融合科学研究所と連携講座が開設

され動き出します。核融合研は原子力の人材を核融合研究に引き込むことを目指しておりま

すが、同床異夢といいましょうか、我々としては核核融合に興味を持っていた学生が、最後

には原子力に就職するようにできないかなということを思っております。これは、核融合と

いうのは非常に魅力的なのですが、いざ、就職となると非常に厳しい状況がありますので、

そういった状況を鑑みて、お互いに間口を広くして、少しでも多くの人材を育成したいと考

えております。 

  それから、５番目としては、優秀な人材の戦略的な確保ということでございます。今は、

研究室に配属されてきた学生を何とか一所懸命育てていますが、やはり優秀な人材が最初か

ら配属されるというのは重要であり、できれば第１志望で原子力をやりたいという学生さん

をどうやって集められるか、現状では、学部の段階で優秀な学生を集められるかというのは

非常に難しいという状況でございます。そこで、量子フォーラム人材育成オープンフロアー

というのをできれば立ち上げて、魅力を伝える場を形成したいと考えております。例えば、

大学で７月の終わりに実施しているオープンキャンパスには、工学部だけで大体７，０００

人ぐらい高校生の人が見学に来ます。大学全学でいうと多分１万人以上の非常に多くの学生

が、特に、東北地区の進学校の皆さんはバスで小旅行みたいな形で来て、参加しております。

やはりそのときに古臭い建物の暗い雰囲気の建物に連れて行くと、何か原子力って暗いなと

いう印象を与えてしまいますので、その辺を何とか打破して、原子力の研究の面白さもアピ

ールできるオープンフロアーをつくりたいと考えておりますのでご支援願えれば非常にうれ
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しいということで資料に書いております。 

  なお、１９ページに広域連携というのがございまして、専攻は真ん中にございますけれど

も、サイクロ分室というのが六ヶ所にできておりまして、核融合科学研究所は六ヶ所にも研

究センターがございます。核融合研というのは土岐市にございますが、こことの連携講座が

専攻内にできまして、サイクロの分室も六ヶ所にございます。この辺をうまく活用して、六

ヶ所での教育・研究を一緒に進め、さらに、連携講座は仙台市内の専攻の中にできますので、

いろいろな部分で協力を広げていきたいと考えております。それから、八戸工大とは既に連

携を開始しております。 

  それから、２０ページでございますが、これが先程のオープンフロアー構想でございまし

て、量子エネルギー本館があり、その裏手に番号がふってありますが、その中の特に耐震上

立て直しが必要な建物が、４番、７番、６番でございます。これらの建物は低層棟のコンク

リートに一括して建て直すということになりました。ただし、３つ合わせた面積の６割しか

つくらないという、非常に厳しい状況で、足りない部分は、自助努力をして資金を獲得する

ようにとなっております。概算で、平米、約４０万円弱、３０万円ぐらい必要ですので、今

回の立て直しの４割は１２０平米となり、単価を掛けると建物だけで３，５００万程度の資

金を調達しなければならず非常に厳しい状況でございます。そこで、その建物に２階部分を

作り、約３００平米分の資金を頑張って調達し、そこを人材育成のためのフロアーとし、人

材育成のための実験場所や見学場所として上手にアピールできるようにしたいということで、

今後、頑張ろうと考えております。 

  最後でございますが、学部における原子力関連の発展的再構築というのがございますが、

これは平成２１年度に工学研究科から独立しエネルギー科学研究科を新設する計画を提案い

たしましたが、周り中、工学研究科内から総反対にあって断念しました。当初は、機械系の

賛成してくれる雰囲気であったのですが、最後になって反対となったため、急にその場で頓

挫してしまいました。我々としては、それで、あきらめたわけではなく、工学研究科・工学

部内でもう一度再編成をして発展させることを考えております。現在の専攻は、いろいろな

学科からの講座でもともと形成されており、昔の機械、電気、化学、材料から先生たちが来

て学科ができたのですが、今、一番問題になっている地震関係が非常に手薄であるという実

情がありますので、これからうまく連携して社会インフラ関係も含めた体制を構築し、これ

から地震が多いところに原子力発電所をつくる場合にも対応できる人材を育てていきたいと

考えております 



 - 44 -

  以上でございます。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございました。 

  では、ご質問、コメントいかがですか。 

  尾本委員。 

（尾本委員）最後のところの、エネルギー科学研究科ということですが、これは私の誤解かも

しれませんが、既に量子エネルギー工学専攻というふうに大学院レベルではなっていますが、

それとどう違うのでしょうか。これは学部レベルも含めて変更していきましょうということ

なんでしょうか。 

（橋爪教授）今は、工学研究に専攻が属しておりますが、この工学研究科からまず別になると

いうことです。 

（尾本委員）工学部を離れる。 

（橋爪教授）最初は、離れるという発想でした。学部自体が工学部から離れると入試などを全

部実施しないといけないので大変で、もう少し頑張って人気が出てから独立しないと定員割

れの可能性があり、もうちょっと待ったほうが良いのではという考えもありました。それで

も、最初は学部も独立ということで進めておりましたが、機械が学部の独立は反対であり、

学部が一緒で大学院は別ならば良いということで、新しい研究科をつくることにしました。

そこにもう１つ別のエネルギー安全国際センターも参加して研究科をつくろうとしたんです

けれども、ちょっとなかなか賛成が得られなかったということでございます。 

  ただ、大学の井上総長がもう東北大学は原子力を推進しますということをいろいろなとこ

ろでご発言していただいていますので、そういう後押しもあって追い風ではあったのですが、

工学研究科や機械の反対を押し切ってまで独立するのは無理であろうということでやめまし

た。 

（尾本委員）それに関係してですが、エネルギー科学というふうにしたときに、その中で量子

とか放射線利用とかそういった部分というのはうまく包含できるのですか。 

（橋爪教授）はい、そういうふうになっております。 

（尾本委員）そうですか。 

（鈴木委員長代理）ほかいかがですか。 

  どうぞ。 

（秋庭委員）ありがとうございます。原子力人材育成の基盤はほぼ確立して、そして８割の方

が原子力のところに就職なさるというのはとてもすばらしいことで、先生方のご努力が本当
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に実ってきたと思うんですが。これをこれからさらに一層進めるためには、一番の課題とい

うのは何なのか。今の学部から独立したエネルギー学科にするということも必要でしょうし、

何が一番課題なのかということをお伺いしたいと思います。 

  もう１つは、こういう人材育成のプログラムを幾つもやっていてとても成果を上げていま

すが、学生の側から見たら、先生いろいろ把握なさっていると思うんですが、学生の側から

は何を期待しているのか、自分たちがこれから学んで実際に社会で生かしていくために、学

生は何を一番要望しているのか、そこのところをお聞かせいただけますでしょうか。 

（橋爪教授）まず、最初のご質問でございますが、この８割というのは、第１志望ではない学

生さん、すなわち原子力が第１志望ではなくて、本当は航空宇宙に行きたかったとこをずっ

と捨て切れない学生さんが２割ほどいるということですので、やはりそのためには第１志望

の学生さんがきてくれれば基本的にほぼ間違いなく皆さん原子力に行ってくれるということ

だと思います。今の、８割が原子力を希望している学年でも半分よりはちょっと多いぐらい

の学生さんが第１志望だったかと記憶しております。結局、研究室の教育でようやく定着し

てくる部分もありますが、同じ研究室にいて先生面倒見もいいからまあ同じ研究室にいるけ

れども、残り何割かはやはり就職のときには原子力を選ばないということです。実際、就職

自体は、逆に求人が来るのは原子力よりもそれ以外の分野のほうが多いです。有効求人倍率

六、七倍で、原子力以外のところがよりどりみどりあるということです。例えば、機械系の

ロボットの専攻の学生さんですとファナックなどのロボットの会社へ行きたくてしょうがな

いわけですが、我々のところでは、五、六年に１人しか行かない状況です。逆にそういうの

がわかっていると、量子でそのまま勉強してファナック行こうとか考える学生さんもごく少

数ですがいたりします。そういう学生さんは、専攻内に競争相手もいませんし、確実にそち

らへ行ってしまいますので、残り何割かをなくすためにはやはり第１志望の学生さんに全部

することが重要かと思います。そのためにはやはり非常に魅力のある学部とかそういうふう

に我々も精進して努力していかざるを得ないというふうに思っております。 

  それから、学生から見た人材育成に対する不満に関しましては、旅費とかも自腹でなく支

援してもらえるということで、特に何も不満はなく、むしろ非常によかったということでご

ざいます。特にバックエンド基礎実験というのは終わった後にいろいろなアンケートをとっ

ていますが、それを見るとやはり核燃料サイクルとかそういうものに興味を持つようになっ

たという学生さんが少し出始めていますが、全然最初から興味もないし、いまだに興味もな

いとまるで興味ないという学生さんはやはり１割、２割いますので、それは仕方がないとい
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うことなので、そこはやはり先ほどの就職と同じで、結局第１志望の人たちで集めれば間違

いなくそういうところが全部よくなっていくと思います。 

（鈴木委員長代理）よろしいですか。 

  私から一言だけ。一番初めの３ページ、東北大学の原子力教育・研究の体制のところで、

量子エネルギー工学専攻にくっついているものとして、エネルギー安全科学研究センターと

技術社会システム専攻とありますが、カリキュラムを見ると、こういう他分野というか、人

文社会系の講義、コースというのは余りないので、やはり原子力の人材としてもそういうふ

うなところ、特に大学院の場合にはここらあたりの連携もあるのではないかと。 

（橋爪教授）すみません、６ページに書いてなかったのですが。これ工学研究科全体として、

工学倫理とかいろいろなそういう科目がございまして、原則全員とりなさいとなっており、

特にドクターであれば確実にそれを何単位かとるというのが義務づけられております。 

（鈴木委員長代理）よろしくお願いします。 

（橋爪教授）はい、ありがとうございます。 

（鈴木委員長代理）では、よろしいですね。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、次の議題をお願いいたします。 

 

（５）成長に向けての原子力戦略の策定について（意見募集について） 

 

（中村参事官）５つ目の議題でございます。成長に向けての原子力戦略の策定についてという

ことでございまして、本件については先週の定例会の場におきまして、一般の方から意見募

集をしたらどうかというご指示をいただきました。先生方とも相談をしました結果としてま

とめたものがございますので、ご紹介をしたいと思います。では、朝岡上席政策調査員から

ご説明を申し上げます 

（朝岡上席政策調査員）資料第５－１号に基づきまして、成長に向けての原子力戦略の検討に

あたっての意見募集について、このような形で進めたいと思いますので、ご説明させていた

だきます。 

  概要ですけれども、原子力委員会は、原子力発電は地球温暖化対策として重要、それから、

国際的な貢献が期待されていること。放射線利用が国民の生活水準の向上に寄与しているこ

となどから、我が国の成長に対してさまざまな役割を担い得ると考えているということで、



 - 47 -

先ほどありましたように、先週の定例会で原子力委員会は新成長戦略に効果的に貢献するこ

とが重要と考え、成長に向けての原子力戦略を策定することといたしました。 

  このようなことで、３つ目の段落ですけれども、この成長に向けての原子力戦略を策定す

るにあたりまして、国民の皆様からこのことに関する意見を募集するということにしてござ

います。 

  なお書きでございますが、報告書がまとまった段階で再度国民の皆さんからご意見をいた

だくのはこれまでのとおりでございます。 

  ２番目ですけれども、意見募集の内容といたしましては３つ挙げてございます。成長に向

けての原子力戦略として重要と考えられる事項。それから、その重要と考えられる事項に取

り組むために重点的に推進すべき施策。そのほか成長に向けての原子力戦略の策定について

のご意見を国民の皆様からいただきたいと考えてございます。 

  ３番目に、参考資料として、１番、２番、３番と挙げてございます。１番、２番につきま

しては先週の定例会の資料でございまして、１つは原子力戦略の策定についての文書、もう

１つはこれまでの政府の関連報告書等の概要。それから３番目の資料といたしまして、資料

第５－２号でございますけれども、先週の定例会、それから臨時会で議論になりましたもの

のポイントをまとめたものでございます。これも簡単にご紹介いたします。 

１番のグリーン・イノベーションにつきましては、原子力発電による発電電力量を増やす

ことが重要であり、そのために既設の原子力発電所の設備利用率の向上や出力向上が有効で

ある。このためにどのような施策を推進すべきかという形で書いてございます。 

  以下も同様な書き方でございますけれども、２つ目の○、原子力発電所の新設及び増設を

着実に進めること。それから、ライフ・イノベーションにおきましては、１つ目の○ですが、

放射線をさらに展開していくことが有効。２つ目の○におきましては、医療分野、農業分野

における放射線利用技術をアジア地域に展開していく。こういったことを重要と考え、どの

ような施策を推進すべきかということをまとめてございます。 

  また、３番目の国際展開でございますけれども、２ページ目一番上の○では、政府と民間

が一体となった体制を作って推進していくこと。２つ目の○では、標準化や国際的なルール

づくり等の環境整備に積極的に参画すること。３つ目の○では、社会インフラの整備等の事

業を含めたものとすることなどが有効であると考え、これらについてもどのような施策が重

要であるか、推進すべきかが議論となってございます。 

  また、４つ目ですけれども、地域活性化につきましては、原子力施設が地域の一員として
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地域の活性化、地域の成長に貢献するためにどのような施策を推進すべきか。 

  ５つ目の成長を支えるプラットフォームにつきましては、科学技術の強化が重要であり、

この観点から原子力の研究開発をどのように進めるべきか。あるいは２つ目の○といたしま

して、ユニバーサルな人材を育成することが重要であり、このために原子力分野の人材育成

に対してどのような施策を重点的に推進すべきかというようなことがこれまでの議論のまと

めになってございます。 

  最後でございますけれども、資料第５－１号に戻っていただきまして、意見の募集期間は、

報告書等のとりまとめ等の関係もございまして、できれば本日から２週間程度を予定したい

としてございます。 

  私からは以上です。 

（鈴木委員長代理）ありがとうございます。 

  ご意見ございますか。よろしいですか。 

  では、これでお願いいたします。 

  その他、何かありますか。 

 

（６）その他 

 

（中村参事官）事務局からは特にございません。 

（鈴木委員長代理）委員方から何かありませんか。 

  それでは、次回の確認をしていただいて終わりにしたいと思います。 

（中村参事官）次回、第９回の原子力委員会でございますけれども、臨時会を予定してござい

ます。日時は明後日の２月２５日木曜日、１３時３０分から、この場所でございます。よろ

しくお願いいたします。 

（鈴木委員長代理）それでは、これで今日は終わりたいと思います。 

  どうもありがとうございました。 

―了― 

 


